
１

◇
今
後
の
主
要
（
関
連
）
行
事
予
定
◇

２
月
４
日
（
金
）
第
55
回
事
務
局
研
修
会（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
）

２
月
17
日
（
木
）�

経
営
委
員
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）

３
月
１
日
（
火
）�

広
報
委
員
会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
）

３
月
11
日
（
金
）�

技
術
委
員
会
（
〃
）

４
月
22
日
（
金
）�

部
長
会
（
〃
）

２０２２年（令和４年）２月１日（火曜日）全 管 連 ニ ュ ー ス（第三種郵便物認可）第７６５号（　）

　

あ
る
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
の
ボ

ー
カ
リ
ス
ト
は
六
十
一
歳
の

こ
ろ
左
上
唇
に
数
時
間
の
痺

れ
を
感
じ
た
。
奥
さ
ん
の
機

転
で
、
救
急
車
を
呼
ぶ
べ
き

か
相
談
す
る
窓
口
に
電
話

し
、
紹
介
さ
れ
た
病
院
で
検

査
し
脳
梗
塞
と
診
断
さ
れ
即

入
院
。
一
週
間
の
点
滴
治
療

で
退
院
で
き
た
。困
っ
た
時
、

バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
シ
ス
テ
ム
が

世
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
に

改
め
て
気
づ
い
た
と
い
う
。

◆
公
共
工
事
受
注
に
伴
い
、

保
証
人
・
不
動
産
担
保
な
く

融
資
を
受
け
た
い
と
き
、
国

土
交
通
省
の
「
出
来
高
融
資

制
度
」
を
利
用
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
中
小
・
中
堅
建

設
企
業
の
資
金
繰
り
対
策
の

公
的
融
資
制
度
で
、
国
や
地

方
公
共
団
体
等
が
発
注
す
る

建
設
工
事
等
を
受
注
し
た
元

請
建
設
企
業
が
、
そ
の
工
事

の
出
来
高
に
応
じ
工
期
中
に

そ
の
出
来
高
部
分
を
低
利
で

資
金
化
が
で
き
る
。
◆
（
一

財
）
建
設
業
振
興
基
金
の
債

務
保
証
に
よ
り
、
融
資
事
業

者
が
金
融
機
関
か
ら
借
り
入

れ
る
転
貸
融
資
で
あ
る
た

め
、
金
融
機
関
の
融
資
枠
を

利
用
し
な
い
。
保
証
人
・
担

保
が
不
要
な
う
え
、
必
要
書

類
も
少
な
く
、
低
金
利
か
つ

迅
速
に
融
資
が
う
け
ら
れ
る

と
い
う
。
詳
し
く
は
同
基
金

Ｈ
Ｐ
を
参
照
下
さ
い
。

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
式　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２
面

第
62
回
通
常
総
会
・
全
国
大
会
の
ご
案
内　
　
　
　

４
面

令
和
４
年
度
管
工
事
・
土
木
技
術
検
定
日
程�

５
面

令
和
４
年
度
配
水
管
工
技
能
講
習
会　
　
　
　
　
　

８
面

藤
川
会
長

す
る
件

　

本
件
に
つ
い
て
、
岩
野
理

事
・
総
務
部
長
よ
り
説
明
が

行
わ
れ
、
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
の

愛
媛
県
に
て
開
催
し
た
い
旨

説
明
が
行
わ
れ
、
審
議
の
結

果
、原
案
通
り
議
決
さ
れ
た
。

決
定
を
受
け
て
櫻
井
健
吾
同

ブ
ロ
ッ
ク
担
当
副
会
長
よ
り

挨
拶
が
行
わ
れ
た
。

第
四
号
議
案
　
管
工
事
賠
償

補
償
制
度
に
関
す
る
件

　

本
件
に
つ
い
て
、
鹿
野
理

事
・
事
業
部
長
よ
り
説
明
が

行
わ
れ
、
管
工
事
賠
償
補
償

制
度
の
組
合
手
数
料
配
賦
額

の
割
合
を
五
四
％
と
し
、
制

度
推
進
事
務
費
と
し
て
所
属

業
者
一
社
あ
た
り
四
百
円
を

配
賦
し
た
い
旨
等
の
説
明
が

行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、
原

案
通
り
議
決
さ
れ
た
。

　

理
事
会
後
は
、
令
和
三
年

度
生
活
衛
生
事
業
功
労
者

（
水
道
関
係
）
厚
生
労
働
大

臣
表
彰
式
（
二
面
参
照
）
と

講
演
会
が
行
わ
れ
た
。

　

講
演
会
「
最
近
の
水
道
行

政
に
つ
い
て
」
で
は
、
厚
生

労
働
省
の
名
倉
良
雄
水
道
課

長
よ
り
▽
改
正
水
道
法
の
施

行
状
況
に
つ
い
て
▽
自
然
災

害
対
策
・
危
機
管
理
対
策
▽

水
道
に
お
け
る
Ｉ
ｏ
Ｔ
活
用

の
推
進
▽
環
境
・
エ
ネ
ル
ギ

ー
対
策
の
推
進
▽
令
和
四
年

度
予
算
案
等
▽
そ
の
他
に
つ

い
て
説
明
が
行
わ
れ
た
。（
講

演
資
料
は
本
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
・
会
員
専
用
コ
ン
テ
ン
ツ

「
会
議
資
料
」
に
掲
載
）

　

な
お
賀
詞
交
歓
会
は
、
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡

大
防
止
の
観
点
に
よ
り
、
二

年
連
続
で
の
中
止
と
な
っ

た
。

ｍ
の
併
用
に
よ
り
実
施
さ
れ

た
。
理
事
会
当
日
は
役
員
九

十
五
名
（
う
ち
本
人
六
十
九

名
（
会
場
三
十
四
名
、
Ｗ
Ｅ

Ｂ
三
十
五
名
）、
書
面
議
決

提
出
者
二
十
六
名
）
が
出
席

し
た
。

　

藤
川
幸
造
会
長
の
挨
拶
に

続
き
、
司
会
者
に
よ
り
本
理

事
会
が
定
足
数
を
充
た
し
適

法
に
成
立
す
る
旨
の
報
告
の

の
ち
、
藤
川
会
長
が
議
長
に

就
任
し
議
事
に
入
っ
た
。

第
一
号
議
案
　
全
管
連
組
織

等
の
見
直
し
及
び
定
款
等
の

一
部
改
正
等
に
関
す
る
件

　

本
件
に
つ
い
て
、
岩
野
理

事
・
総
務
部
長
よ
り
、
第
三

百
四
十
八
回
理
事
会
（
昨
年

十
月
開
催
）
で
承
認
さ
れ
た

中
間
と
り
ま
と
め
を
最
終
の

合
同
部
会
や
正
副
会
長
・
部

長
会
議
に
お
い
て
よ
り
具
体

的
な
検
討
を
行
い
、
作
成
し

た
最
終
と
り
ま
と
め
案
及
び

そ
れ
に
伴
う
定
款
・
諸
規
約

等
の
一
部
改
正
を
行
う
点
に

つ
い
て
説
明
が
行
わ
れ
、
審

議
の
結
果
、
原
案
通
り
議
決

さ
れ
た
。

第
二
号
議
案
　
第
六
十
二
回

（
令
和
四
年
度
）
通
常
総
会

及
び
全
国
大
会
等
関
連
行
事

に
関
す
る
件

　

本
件
に
つ
い
て
、
岩
野
理

事
・
総
務
部
長
よ
り
説
明
が

行
わ
れ
、
審
議
の
結
果
、
第

六
十
二
回
通
常
総
会
・
令
和

四
年
度
全
国
大
会
等
関
連
行

事
を
七
月
四
日
（
月
）
に
長

野
県
北
佐
久
郡
の
「
軽
井
沢

プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル　

ウ
エ
ス

ト
」
に
お
い
て
開
催
す
る
こ

と
に
議
決
さ
れ
た
。決
定
後
、

長
野
県
連
の
山
崎
正
寛
会
長

か
ら
、
全
国
か
ら
多
数
の
参

加
の
呼
び
か
け
が
行
わ
れ

た
。

第
三
号
議
案
　
第
六
十
三
回

（
令
和
五
年
度
）
通
常
総
会

及
び
全
国
大
会
開
催
地
に
関

◇
第
３
４
９
回
理
事
会
◇

　

本
会
の
第
三
百
四
十
九
回

理
事
会
は
一
月
十
七
日（
月
）

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
、
東

京
都
港
区
の
品
川
プ
リ
ン
ス

ホ
テ
ル
及
び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
に
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年間購読料：2,500円

て
開
催
さ
れ
た
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

オ
ミ
ク
ロ
ン
株
に
よ
る
各
地

で
の
感
染
急
拡
大
を
受
け

て
、
品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

で
の
会
場
開
催
及
び
オ
ン
ラ

イ
ン
会
議
シ
ス
テ
ム
Ｚ
ｏ
ｏ

・
第
62
回
通
常
総
会
・
全
国
大
会

　

７
月
４
日
（
月
）
軽
井
沢
に
お
い
て

　

開
催
へ

・
理
事
定
数
の
見
直
し
等
に
よ
る
組
織

　

体
制
の
最
終
と
り
ま
と
め
案
を
承
認

◇
厚
生
労
働
大
臣
表
彰
式
◇

　

佐
藤　

安
幸
氏
（
北
海
道
）

　

篠
野　

義
秀
氏
（
徳
島
）

厚
労
省
の
名
倉
水
道
課
長

水
道
管
塗
料
の
不
適
正
な
認
証
取
得
事
案
に

伴
う
水
道
管
工
事
へ
の
対
応
に
つ
い
て

　

令
和
四
年
一
月
十
一
日
に

発
覚
し
た
、神
東
塗
料
（
株
）

が
日
本
水
道
協
会
規
格
Ｊ
Ｗ

Ｗ
Ａ�

Ｋ
１
３
９
の
認
証
を

不
適
正
に
取
得
し
て
い
た
事

案
を
受
け
て
、
多
く
の
水
道

管
材
料
の
出
荷
が
自
粛
さ
れ

た
こ
と
に
伴
い
、
全
国
的
に

水
道
管
工
事
の
一
時
中
止
や

遅
延
が
発
生
し
た
。

　

既
に
布
設
さ
れ
た
水
道
管

に
よ
る
水
質
基
準
の
超
過
や

健
康
被
害
の
報
告
は
無
い
。

　

日
水
協
に
よ
る
材
料
の
安

全
確
認
結
果
を
受
け
て
一
月

十
八
日
、
大
部
分
の
水
道
管

に
つ
い
て
メ
ー
カ
ー
が
順
次

出
荷
を
再
開
し
、
各
地
の
事

業
体
は
工
事
再
開
に
向
け
て

動
き
始
め
た
が
、
一
部
異
形

管
・
バ
ル
ブ
は
出
荷
で
き
な

い
状
態
が
続
い
て
お
り
、
工

事
の
進
捗
状
況
に
支
障
を
来

す
事
態
と
な
っ
て
い
る
。
水

道
事
業
者
、
関
係
団
体
、
水

道
資
機
材
関
連
メ
ー
カ
ー
、

管
工
事
業
者
等
多
方
面
で
の

甚
大
な
影
響
は
な
お
も
続
く

見
込
み
。

　

こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、

全
管
連
は
十
七
日
、
水
道
管

︱
管
工
事
業
者
へ
の
支
援
措
置
を

　

全
管
連
が
田
村
水
道
議
連
会
長
に
要
望
︱

工
事
の
一
時
中
止
や
工
程
の

遅
延
を
強
い
ら
れ
る
管
工
事

業
者
へ
の
支
援
措
置
等
を
自

由
民
主
党
水
道
事
業
促
進
議

員
連
盟
の
田
村
憲
久
会
長
に

要
望
し
た
（
三
面
参
照
）。

　

ま
た
こ
う
し
た
中
、
厚
生

労
働
省
は
二
十
四
日
、医
薬
・

生
活
衛
生
課
局
水
道
課
名
で

事
務
連
絡
を
発
出
し
た
。

　

事
務
連
絡
で
は
、
本
件
は

水
道
管
工
事
の
受
注
者
が
意

図
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と

か
ら
、
各
都
道
府
県
水
道
行

政
主
管
部
（
局
）
並
び
に
水

道
事
業
者
及
び
水
道
用
水
供

給
事
業
者
に
対
し
て
本
事
案

に
伴
う
水
道
管
工
事
の
一
時

中
止
や
工
程
の
遅
延
等
に
つ

い
て
の
柔
軟
な
対
応
を
求
め

た
。
ま
た
、
国
庫
補
助
事
業

の
年
度
内
完
了
に
影
響
が
見

込
ま
れ
る
場
合
は
、
早
急
に

各
地
方
財
務
局
に
相
談
し
、

必
要
に
応
じ
た
繰
越
手
続
き

を
要
請
し
た
。

１

◇
今
後
の
主
要
（
関
連
）
行
事
予
定
◇

８
月
１
日
（
土
）
全
管
連
青
年
部
協
議
会
通
常
総
会（
青
森
）

８
月
20
日
（
木
）
第
３
２
３
回
理
事
会

８
月
26
日
（
水
）
北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
（
富
山
）

９
月
16
日
（
水
）
四
国
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
（
高
知
）

10
月
１
日
（
木
）
中
部
ブ
ロ
ッ
ク
会
議
（
岐
阜
）

年間購読料：2,500円
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通
常
総
会
・
全
国
大
会
・
懇
親
会
　
　
　
　
　
３
～
６
面

水
道
整
備
促
進
全
国
決
起
集
会
　
　
　
　
　
　
　
　
２
面

平
成
二
十
七
年
度
登
録
配
管
基
幹
技
能
者
講
習
　
　
５
面

平
成
二
十
七
年
国
土
交
通
大
臣
表
彰
　
　
　
　
　
　
６
面

　　　　　

　　
第55回通常総会　平成2７年度全国大会

―  平成2７年７月８日・宇都宮市　―

４
議
案
を
原
案
ど
お
り
議
決

国
交
省
土
地
・
建
設
産
業
局

　
建
設
市
場
整
備
課
企
画
専
門
官

厚
労
省
健
康
局
水
道
課
長
　
　
　
　

福
田
栃
木
県
知
事

佐
藤
宇
都
宮
市
長
　

川
崎
水
道
議
連
会
長
　
ご
臨
席

国
土
交
通
省
の

仲
嶋
企
画
専
門
官

厚
生
労
働
省
の

宮
崎
水
道
課
長

挨拶を行う大澤会長
　
本
会
の
第
五
十
五
回
通
常

総
会
・
平
成
二
十
七
年
度
全

国
大
会
が
七
月
八
日
に
栃
木

県
宇
都
宮
市
の
ホ
テ
ル
東
日

本
宇
都
宮
に
お
い
て
、
国
土

交
通
省
土
地
・
建
設
産
業
局

建
設
市
場
整
備
課
の
仲
嶋
幹

雄
企
画
専
門
官
、
厚
生
労
働

会
長
に
大
澤
規
郎
氏
を
再
任自民党水道議連

水
道
議
連
会
長
の
川
崎
二
郎

衆
議
院
議
員
・
日
本
水
道
協

会
の
尾
﨑
勝
理
事
長
か
ら
来

賓
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
た
。

　
大
会
議
事
で
は
、
三
つ
の

大
会
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
採
択
さ

れ
た
。

　
大
会
終
了
後
、
地
元
主
催

に
よ
る
懇
親
会
で
は
、
宇
都

宮
名
物
で
あ
る
ジ
ャ
ズ
の
生

演
奏
を
楽
し
み
な
が
ら
の
会

食
が
行
わ
れ
た
。

　
翌
九
日
の
ゴ
ル
フ
大
会
、

一
泊
二
日
の
川
治
温
泉
の
記

念
旅
行
に
も
多
数
の
参
加
者

を
数
え
る
な
ど
、
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
で
の
総
会
・
大
会
及

び
関
連
行
事
は
、
全
て
の
行

事
を
滞
り
な
く
終
了
し
た
。

　
本
総
会
・
大
会
等
の
開
催

に
当
た
っ
て
は
、
栃
木
県
管

工
事
業
協
同
組
合
連
合
会
の

黒
澤
会
長
を
は
じ
め
地
元
役

職
員
の
皆
様
並
び
に
関
東
ブ

ロ
ッ
ク
の
関
係
各
位
に
ご
尽

力
を
頂
い
た
。（
詳
細
は
三

面
か
ら
六
面
に
掲
載
）

省
の
宮
崎
正
信
水
道
課
長
、

福
田
富
一
栃
木
県
知
事
、
佐

藤
栄
一
宇
都
宮
市
長
を
は
じ

め
多
数
の
来
賓
の
方
々
の
臨

席
の
も
と
、
全
国
の
本
会
会

員
団
体
及
び
賛
助
会
員
等
、

約
七
百
名
の
参
加
を
も
っ
て

執
り
行
わ
れ
た
。

　
総
会
に
お
い
て
は
、
四
つ

の
議
案
が
原
案
通
り
議
決
さ

れ
、
第
四
号
議
案
の
役
員
選

挙
の
件
で
は
第
二
十
九
期
の

理
事
九
十
五
名
、
監
事
六
名

が
選
任
さ
れ
た
。

　
新
役
員
に
よ
る
第
三
百
二

十
二
回
理
事
会
に
お
い
て
、

埼
玉
県
管
工
事
業
協
同
組
合

連
合
会
会
長
の
大
澤
規
郎
氏

が
会
長
に
再
任
さ
れ
た
。

　
全
国
大
会
に
お
い
て
は
、

開
催
地
代
表
挨
拶
と
し
て
、

栃
木
県
管
工
事
業
協
同
組
合

連
合
会
の
黒
澤
敏
男
会
長
の

歓
迎
の
挨
拶
、功
労
者
表
彰
、

国
土
交
通
大
臣
・
厚
生
労
働

省
健
康
局
長
・
福
田
栃
木
県

知
事
・
佐
藤
宇
都
宮
市
長
・

水
道
整
備
促
進
全
国
決
起
集
会

水
道
関
係
者
四
百
名
が
出
席

決
議
案
を
採
択
、
厚
労
副
大
臣
へ
手
渡
す

　
自
民
党
の

水
道
事
業
促

進
議
員
連
盟

（
川
崎
二
郎

会
長
）
が
主

催
す
る
「
水

道
整
備
促
進

全
国
決
起
集

平成27年度全国大会　スローガン決議
一、�実効的な災害ネットワークの構築で大規模災害に備えよう
一、�改正品確法で次世代の担い手を育成・確保しよう
一、水道の安心・安全の実現に向けて指定店制度の改善を目指そう

会
」
が
七
月
十
五
日
に
東

京
・
永
田
町
の
衆
議
院
第
一

議
員
会
館
で
開
催
さ
れ
、
平

成
二
十
八
年
度
水
道
事
業
予

算
等
に
関
す
る
決
議
を
採
択

し
た
。

　
水
道
予
算
の
確
保
に
向
け

た
水
道
議
連
に
よ
る
初
め
て

の
決
起
集
会
は
、
日
本
水
道

協
会
、
日
本
簡
易
水
道
協
議

会
、
全
管
連
、
日
本
水
道
工

業
団
体
連
合
会
と
の
共
催

で
、
水
道
議
連
所
属
の
国
会

議
員
の
先
生
方
を
は
じ
め
、

四
百
名
が
出
席
し
た
。

　
冒
頭
、
主
催
者
を
代
表
し

て
川
崎
会
長
が
挨
拶
。「
平

成
十
一
年
以
降
、
三
千
億
円

近
く
あ
っ
た
水
道
予
算
が
毎

年
減
り
続
け
て
、
今
年
は

三
百
億
円
余
、
来
年
も
厳
し

永岡厚労副大臣に決議
文を手渡す川崎会長

い
状
況
。
財
政
状
況
を
理
由

に
施
設
の
更
新
・
耐
震
化
を

先
送
り
す
る
こ
と
は
、
国
や

地
方
の
将
来
を
損
な
う
こ

と
と
な
る
。
水
道
議
連
の

百
六
十
七
名
の
同
志
に
は
そ

の
こ
と
を
共
鳴
い
た
だ
い
て

い
る
。
皆
さ
ん
と
力
を
合
わ

せ
て
、
こ
う
し
た
現
状
を
訴

え
、
十
二
月
の
予
算
編
成
ま

で
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。」

と
水
道
界
一
体
と
な
っ
た
連

携
を
呼
び
か
け
た
。

　
ま
た
、
厚
生
労
働
省
健
康

局
の
宮
崎
正
信
水
道
課
長
が

水
道
予
算
の
状
況
を
説
明
。

「
二
十
七
年
度
は
議
連
の
先

生
方
の
お
力
添
え
に
よ
り
当

初
予
算
が
五
十
億
円
増
え
た

が
、
十
分
と
は
言
え
な
い
。

来
年
度
は
大
幅
な
予
算
確
保

を
お
願
い
し
た
い
。」
と
訴

え
た
。

　
決
議
文
は
、
集
会
に
出
席

し
た
永
岡
桂
子
厚
生
労
働
副

大
臣
に
川
崎
会
長
が
手
渡
し

た
。
最
後
は
集
会
の
成
果
を

期
し
、
田
村
憲
久
前
厚
生
労

働
大
臣
の
「
頑
張
ろ
う
」
コ

ー
ル
で
締
め
、
決
起
集
会
は

終
了
し
た
。

　
な
お
、
十
七
日
に
川
崎
会

長
及
び
盛
山
正
仁
幹
事
長
が

塩
崎
恭
久
厚
労
大
臣
、
財
務

省
主
計
局
、
自
民
党
・
稲
田

政
調
会
長
に
本
決
議
に
係
る

要
請
活
動
を
行
っ
た
。（
詳

細
は
二
面
参
照
）

改正品確法で次世代の担い手育成を推進
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第
三
百
四
十
九
回
理
事
会

後
、
令
和
三
年
度
生
活
衛
生

て
、
今
後
は
業
界
を
支
え
る

若
い
人
達
に
少
し
で
も
継
承

し
て
い
く
こ
と
、
ま
た
彼
ら

が
希
望
と
喜
び
を
感
じ
る
こ

と
の
で
き
る
業
界
づ
く
り
を

め
ざ
し
て
い
き
た
い
」
と
挨

拶
し
た
。

◇
令
和
３
年
度
生
活
衛
生
事
業
功
労
者

　

水
道
関
係　

厚
生
労
働
大
臣
表
彰
式
◇厚労大臣表彰式を終えて。（左から）篠野徳島県

連会長、名倉水道課長
北
海
道
連
の
佐
藤
会
長

徳
島
県
連
の
篠
野
会
長
（
左
）

事
業
功
労
者　

水
道
関
係
厚

生
労
働
大
臣
表
彰
式
が
行
わ

　

名
倉
課
長
は
「「
水
道
事

業
の
発
展
に
長
年
ご
尽
力
さ

れ
本
日
栄
え
あ
る
表
彰
を
受

け
ら
れ
た
方
々
に
心
か
ら
お

祝
い
を
申
し
上
げ
る
。

　

ま
た
、
全
管
連
の
皆
様
に

は
長
年
に
わ
た
り
給
水
装
置

れ
た
。

　

本
会
推
薦
に
よ
り
、
北
海

道
管
工
事
業
協
同
組
合
連
合

会
の
佐
藤
安
幸
会
長
、
徳
島

県
管
工
事
業
協
同
組
合
連
合

会
の
篠
野
義
秀
会
長
に
名
倉

良
雄
水
道
課
長
よ
り
表
彰
状

が
授
与
さ
れ
た
。

　

表
彰
状
の
授
与
後
、
篠
野

会
長
は
「
今
後
も
な
お
一
層

管
工
事
業
の
た
め
に
頑
張
っ

て
ま
い
り
た
い
」
と
挨
拶
。

　

リ
モ
ー
ト
出
席
の
佐
藤
会

長
は
「
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
の
復

旧
支
援
等
の
応
援
に
つ
い

「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
転
倒
災
害
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
つ
い
て

 

厚
生
労
働
省

　

厚
生
労
働
省
と
労
働
災
害

防
止
団
体
は
、
転
倒
災
害
の

防
止
に
関
す
る
意
識
啓
発
を

図
り
、
職
場
に
お
け
る
転
倒

リ
ス
ク
の
総
点
検
と
、
必
要

な
対
策
の
実
施
に
よ
り
、
職

場
の
安
全
意
識
を
高
め
、
安

心
し
て
働
け
る
職
場
環
境
を

実
現
す
る
こ
と
を
目
的
に

「
Ｓ
Ｔ
Ｏ
Ｐ
！
転
倒
災
害
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
を
推
進
し
て

い
る
。
二
月
と
全
国
安
全
週

間
の
準
備
月
間
で
あ
る
六
月

が
重
点
取
組
期
間
と
な
っ
て

い
る
。

　

な
お
詳
細
は
、
ポ
ー
タ
ル

サ
イ
ト
を
参
照
し
て
く
だ
さ

い
。http://anzeninfo.

m
hlw
.go.jp/inform

ation/

tentou1501.htm
l

工
事
や
配
水
管

の
整
備
・
維
持

管
理
等
の
地
域

に
お
け
る
担
い

手
と
し
て
水
道

の
普
及
発
展
に

大
き
く
貢
献
さ

れ
て
こ
ら
れ

た
。
皆
様
方
の

こ
れ
ま
で
の
ご

尽
力
に
心
よ
り

敬
意
を
表
す
る

と
共
に
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ

る
」と
述
べ
た
。

３年度

◇
安
全
優
良
職
長
厚
生
労
働
大
臣
顕
彰
◇

泉　

泰
弘
氏（
北
海
道
）

泉　

泰
弘
氏
（
北
海
道
）
が

　

厚
生
労
働
省
は
、
令
和
三

年
十
二
月
二
十
三
日
、
優
れ

た
技
能
と
経
験
を
有
し
、
担

当
す
る
現
場
又
は
部
署
に
お

い
て
作
業
の
安
全
を
確
保
し

て
優
良
な
安
全
成
績
を
あ
げ

た
職
長
等
を
対
象
と
し
た
安

全
優
良
職
長
厚
生
労
働
大
臣

顕
彰
の
令
和
三
年
度
の
受
賞

者
百
十
名
を
発
表
し
た
。

　

今
年
度
の
顕
彰
式
典
は
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感

染
状
況
を
考
慮
し
昨
年
度
に

引
き
続
き
中
止
さ
れ
た
。

　

な
お
、本
会
推
薦
に
よ
り
、泉　泰弘氏

◇
日
本
建
築
衛
生
管
理
教
育
セ
ン
タ
ー
会
長
表
彰
◇

藤
田　

毅
氏
（
愛
媛
）

田
中
裕
二
氏
（
愛
媛
）

　
（
公
財
）
日
本
建
築
衛
生

管
理
教
育
セ
ン
タ
ー
は
、
建

築
物
の
環
境
衛
生
管
理
の
向

上
に
寄
与
さ
れ
た
功
績
の
あ

っ
た
十
九
名
に
対
し
て
厚
生

労
働
大
臣
表
彰
（
建
築
物
環

境
衛
生
功
労
者
）、
二
十
五

名
に
対
し
て
日
本
建
築
衛
生

管
理
教
育
セ
ン
タ
ー
会
長
表

彰
（
建
築
物
の
環
境
衛
生
管

理
事
業
功
労
者
）
の
授
与
を

発
表
し
た
。
一
月
二
十
日
に

東
京
都
千
代
田
区
の
日
本
教

育
会
館
一
ツ
橋
ホ
ー
ル
で
予

店　

代
表
取
締
役
。

田
中
裕
二
氏

　

勤
務
先
住
所
・
愛
媛
県
今

治
市
。
今
治
市
管
工
事
業
協

同
組
合
会
計
理
事
、（
有
）

三
和
冷
熱　

代
表
取
締
役
専

務
。

厚
生
労
働
大
臣
顕
彰
を
受
賞

さ
れ
た
。

泉
　
泰
弘
氏

　

勤
務
先
住
所
・
北
海
道
苫

小
牧
市
。
苫
小
牧
管
工
事
業

協
同
組
合
、（
株
）
進
興
工

業　

配
管
工
。

本会推薦

本会推薦

定
し
て
い
た
第
四
十
九
回
建

築
物
環
境
衛
生
管
理
全
国
大

会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
状
況
を
考
慮
し
昨

年
に
続
き
中
止
さ
れ
た
。

　

本
会
推
薦
に
よ
り
、
次
の

二
名
の
方
々
が
同
セ
ン
タ
ー

会
長
表
彰
を
受
賞
さ
れ
た
。

藤
田
　
毅
氏

　

勤
務
先
住
所
・
愛
媛
県
今

治
市
。
愛
媛
県
管
工
事
協
同

組
合
連
合
会
元
理
事
、
越
智

諸
島
管
工
事
業
協
同
組
合
副

代
表
理
事
、（
有
）
藤
田
商

田中　裕二氏 藤田　毅氏

○ 平成30年7月豪雨災害等の最近の災害による生活への影響を鑑み実施された重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえて策定された
「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」（平成30年12月14日閣議決定）に基づき、自然災害により断水のおそれがある
水道施設の停電対策・土砂災害対策・浸水災害対策及び水道施設・基幹管路の耐震化を集中的に推進

○ 近年激甚化する風水害や切迫する大規模地震への対策等について、更なる加速化・深化を図るために策定された「防災・減災、国土
強靱化のための５か年加速化対策」（令和２年12月11日閣議決定）に基づき、新たな中長期目標を掲げ、これら耐災害性強化対策を
加速化・深化させ、自然災害発生時の大規模かつ長期的な断水のリスクを軽減する

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」
（令和３年度～令和７年度）

「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」
（平成30年度～令和２年度）

●停電対策（自家発電設備の整備等）

土砂流入防止壁のイメージ

浸水災害対策のイメージ

配水池の耐震化工事
（内面からの壁・柱等の補強）

基幹となる浄水場（1事業体１施設。以下同じ）の
うち、停電により大規模な断水が生じるおそれ
がある施設

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場
（1事業体１施設以上。以下同じ）の停電対策実施率
現状67.7％（令和元年度）⇒目標77％（令和７年度）

●土砂災害対策（土砂流入防止壁の整備等）
基幹となる浄水場のうち、土砂災害により大規
模な断水が生じるおそれがある施設

緊急対策実施箇所数：９４ヵ所

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場
で土砂警戒域内にある施設の土砂災害対策実施率
現状42.6％（令和元年度）⇒目標48％（令和７年度）

●浸水災害対策（防水扉の整備等）
基幹となる浄水場のうち、土砂災害により大規
模な断水が生じるおそれがある施設

緊急対策実施箇所数： １４７ヵ所

2,000戸以上の給水を受け持つなど影響が大きい浄水場
で浸水想定区域内にある施設の浸水災害対策実施率
現状37.2％（令和元年度）⇒目標59％（令和７年度）

●施設の地震対策（耐震補強等）
耐震性がなく、耐震化の必要がある水道施設

耐震化率の引き上げ（浄水場３％、配水場４％）

浄水場の耐震化率
現状30.6％（平成30年度）⇒目標41％（令和７年度）
配水場の耐震化率
現状56.9％（平成30年度）⇒目標70％（令和７年度）

●上水道管路の耐震化
基幹管路の耐震適合率の目標（令和４年度末まで
に50％）達成に向けて耐震化のペースを加速

基幹管路の耐震適合率（加速化のペースを維持）
現状40.3％（平成30年度）⇒目標54％（令和７年度）
※達成目標の変更

50％（令和４年度）→60％（令和10年度）

緊急対策実施箇所数：１３９ヵ所

「防災・減災、国土強靱化のための５か年加速化対策」に基づく水道の耐災害性強化

36
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全
管
連
で
は
一
月
十
一

日
、
国
土
交
通
省
の
リ
ー
フ

レ
ッ
ト
「
み
ん
な
で
目
指
す

ク
リ
ー
ン
な
請
負
・
ク
リ
ー

ン
な
雇
用
の
建
設
業
界
」
を

所
属
単
組
・
企
業
数
分
の
約

一
万
六
千
枚
を
会
員
団
体
に

配
布
す
る
と
と
も
に
、
本
会

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
新
着
ト
ピ
ッ

ク
ス
（
一
月
十
一
日
）
に
ア

ッ
プ
し
た
。

　

同
省
で
は
、
老
後
の
生
活

や
け
が
時
の
保
障
な
ど
技
能

者
に
対
す
る
処
遇
改
善
、
社

会
保
険
の
加
入
に
必
要
な
法

定
福
利
費
を
適
正
に
負
担
す

る
企
業
に
よ
る
公
平
・
健
全

な
競
争
環
境
の
整
備
の
観
点

か
ら
、
建
設
業
の
社
会
保
険

加
入
対
策
を
二
〇
一
二
年
か

ら
推
進
し
て
い
る
。
企
業
・

技
能
者
単
位
と
も
に
保
険
加

入
率
上
昇
が
見
ら
れ
る
な
ど

一
定
の
効
果
が
表
れ
て
い

る
。

　

一
方
、
法
定
福
利
費
等
の

労
働
関
係
諸
経
費
の
削
減
を

意
図
し
て
、
技
能
者
の
個
人

事
業
主
化
（
い
わ
ゆ
る
一
人

親
方
化
）
が
進
む
懸
念
や
、

労
働
基
準
法
令
規
制
強
化
の

影
響
も
あ
り
、
本
人
が
意
図

せ
ず
一
人
親
方
と
し
て
従
事

す
る
技
能
者
も
一
定
数
存
在

す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。

　

こ
の
た
め
同
省
で
は
、
二

〇
年
度
に
「
建
設
業
の
一
人

親
方
問
題
に
関
す
る
検
討

会
」
を
設
置
し
、
規
制
逃
れ

を
目
的
と
し
た
一
人
親
方
化

対
策
、
一
人
親
方
の
処
遇
改

善
対
策
等
の
諸
課
題
に
つ
い

て
検
討
を
行
い
、
二
一
年
三

月
に
中
間
取
り
ま
と
め
を
公

表
し
て
い
る
（
本
会
機
関
誌

全
管
連
ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
一
年

六
月
号
参
照
）。
検
討
会
に

は
、
空
調
・
給
排
水
の
配
管

工
、
ダ
ク
ト
工
、
保
温
工
等

の
管
工
事
業
の
関
係
四
団
体

で
あ
る
（
一
社
）
日
本
空
調

衛
生
工
事
業
協
会
、（
一
社
）

日
本
配
管
工
事
団
体
連
合

会
、（
一
社
）
全
国
ダ
ク
ト

工
業
団
体
連
合
会
お
よ
び
全

管
連
を
代
表
し
て
、
全
管
連

が
参
画
し
て
い
る
。

　

国
土
交
通
省
は
中
間
取
り

ま
と
め
に
記
載
さ
れ
た
内
容

を
こ
の
度
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

に
ま
と
め
た
。
リ
ー
フ
レ
ッ

ト
は
八
頁
で
、
働
き
方
の
自

己
診
断
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
、

一
人
親
方
と
社
員
の
違
い
、

国
民
年
金
・
厚
生
年
金
、
請

負
契
約
の
手
続
き
・
内
容
の

見
直
し
、
労
災
保
険
の
注
意

点
、
各
種
問
い
合
わ
せ
・
相

談
先
、
現
場
管
理
を
す
る
元

請
企
業
の
確
認
事
項
、
社
会

保
険
の
適
用
確
認
フ
ロ
ー
チ

ャ
ー
ト
等
が
記
載
さ
れ
て
い

る
。

　

会
員
企
業
や
協
力
会
社
等

に
周
知
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

国
土
交
通
省
は
賃
上
げ
を

行
う
企
業
か
ら
優
先
的
に
調

達
を
行
う
措
置
な
ど
を
検
討

す
る
と
し
た
政
府
の
方
針
を

受
け
て
、
総
合
評
価
落
札
方

式
の
評
価
項
目
に
賃
上
げ
に

関
す
る
項
目
を
設
け
る
こ
と

に
よ
り
、
賃
上
げ
実
施
企
業

に
対
し
て
加
算
点
又
は
技
術

点
の
加
点
を
行
う
。

　

同
省
は
昨
年
十
二
月
二
十

四
日
付
で
、各
地
方
整
備
局
、

運
輸
局
、
航
空
局
等
に
入
札

説
明
書
へ
の
記
載
例
等
を
通

知
し
た
。

　

適
用
対
象
と
な
る
調
達
、

総
合
評
価
落
札
方
式
に
お
け
る

賃
上
げ
を
実
施
す
る
企
業
に

対
す
る
加
点
措
置
に
つ
い
て

国交省

総
合
評
価
で
５
％
加
点

賃
上
げ
表
明　

大
企
業
３
％　

中
小
企
業
1.5
％
で

建
設
業
の
一
人
親
方
問
題

対
策
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布

国交省

評
価
項
目
及
び
実
施
要
領
等

は
下
記
の
と
お
り
。

１　

適
用
対
象

　

令
和
四
年
四
月
一
日
以
降

に
契
約
を
締
結
す
る
、
総
合

評
価
落
札
方
式
に
よ
る
す
べ

て
の
調
達
。
た
だ
し
、
令
和

四
年
四
月
一
日
以
降
に
契
約

を
締
結
す
る
予
定
で
あ
っ
て

も
、
既
に
公
告
を
行
っ
て
い

る
な
ど
の
事
情
が
あ
る
も
の

は
対
象
外
と
す
る
。

２　

加
点
評
価

　

事
業
年
度
ま
た
は
暦
年
単

位
で
従
業
員
に
対
す
る
目
標

値
（
大
企
業
：
三
％
、
中
小

企
業
等
：
一
・
五
％
）
以
上

の
賃
上
げ
を
表
明
し
た
入
札

参
加
者
を
総
合
評
価
に
お
い

て
加
点
。
加
点
を
希
望
す
る

入
札
参
加
者
は
、
賃
上
げ
を

従
業
員
に
対
し
て
表

明
し
た
「
表
明
書
」

を
提
出
。

　

加
点
割
合
は
五
％

以
上
。

３　

実
績
確
認
等

　

加
点
を
受
け
た
企

業
に
対
し
、
事
業
年

度
ま
た
は
暦
年
の
終

了
後
、
決
算
書
等
で

達
成
状
況
を
確
認

し
、
未
達
成
の
場
合

は
そ
の
後
の
国
の
調

達
に
お
い
て
、
入
札

時
に
加
点
す
る
割
合

よ
り
も
大
き
く
減

点
。
賃
上
げ
基
準
に

達
し
て
い
な
い
者
に

　

神
東
塗
料
（
株
）
の
不
正

問
題
に
よ
る
関
連
製
品
の
出

全管連

事
業
者
へ
の
支
援
措
置
等
を

要
望
し
た
。

　

席
上
、
藤
川
会
長
は
、「
鋳

鉄
管
の
メ
ー
カ
ー
が
関
連
製

品
の
出
荷
を
停
止
し
、
全
国

の
水
道
管
工
事
が
一
斉
に
ス

ト
ッ
プ
し
て
し
ま
っ
た
。
年

度
末
に
向
け
工
期
を
控
え
る

工
事
が
多
く
大
変
困
っ
て
い

る
。
早
期
解
決
の
た
め
先
生

方
の
力
を
貸
し
て
い
た
だ
き

た
い
。
我
々
会
員
企
業
は
零

細
企
業
が
多
く
、
資
金
繰
り

が
立
ち
ゆ
か
な
く
な
る
こ
と

も
危
惧
し
て
い
る
。
貸
付
金

な
ど
の
活
用
・
対
策
を
検
討

い
た
だ
き
た
い
」
と
要
望
。

　

こ
れ
に
対
し
、
田
村
会
長

は
、「
安
全
性
の
確
保
・
確

認
を
行
い
な
が
ら
厚
労
省
水

道
課
、
日
水
協
と
も
協
議
し

て
慎
重
か
つ
早
急
に
対
応
す

る
」
と
回
答
し
た
。

（左から）藤川会長、田村水道議連会長、
臼倉全管連筆頭副会長

⑴物品、役務、工事

低
廉
な
掛
金
で
労
災
・

工
事
に
起
因
す
る
リ
ス

ク
を
包
括
保
障

全
管
連
の

　団
体
保
障
制
度

・
法
定
外
労
働
災
害
補
償
制
度

・
管
工
事
賠
償
補
償
制
度

つ
い
て
は
、
財
務
省
か
ら
通

知
さ
れ
た
日
か
ら
一
年
間
、

国
の
総
合
評
価
落
札
方
式
の

調
達
の
全
て
に
お
い
て
、
加

点
よ
り
大
き
な
割
合
の
減
点

を
行
う
。

水
道
議
連
・
田
村
会
長
に

神
東
塗
料
の
不
適
切
行
為
に
よ
る

管
工
事
業
者
へ
の
支
援
措
置
等
に

つ
い
て
要
望

2

雇用契約を締結せず、現場作業に従事されている方は、働き方を確認し、チェック
リストのBが多く当てはまる場合は、雇用契約の締結を検討しましょう。

依頼に対する諾否

仕事先から仕事を頼まれたら、
断る自由はありますか？

自分に断る自由がある

自分に断る自由はない

Point 1 A

B

指揮監督

日々の仕事の内容や方法はどのように
決めていますか？

毎日の仕事量や配分、進め方は、基本的に
自分の裁量で決定する

毎日、会社から仕事量や配分、進め方の
具体的な指示を受けて働く

Point 2 A

B

拘束性

仕事先から仕事の就業時間
（始業・終業）を決められていますか？

基本的には自分で決められる

会社などから具体的に決められている

Point 3 A

B

代替性

あなたの都合が悪くなった場合、頼まれた仕事を
代わりの人に行わせることはできますか？

代役を立てることも認められている

代役を立てることは認められていない

Point 4 A

B

資機材等の負担

仕事で使う材料又は機械・器具等は
誰が用意していますか？

自分で用意している

会社が用意している

Point 6 A

B

報酬の額

同種の業務に従事する正規従業員と比較した場合、
報酬の額はどうですか？

正規従業員よりも高額である

正規従業員と同程度か、
経費負担を引くと同程度よりも低くなる

Point ７ A

B

専属性

他社の業務に従事することは可能ですか？

自由に他社の業務に従事できる

実質的に他社の業務を制限され、特定の会社
の仕事だけに長期にわたって従事している

Point 8 A

B

報酬の労務対償性

あなたの報酬（工事代金又は賃金）は
どのように決められていますか？

工事の出来高見合い

日や時間あたりいくらで決まっている

Point 5 A

B

働き方の自己診断チェックリスト
現在のあなたの働き方について、該当する方の□に✓印を入れてください。

技能者の方々へ

7

（注１）��日々雇用される方又は 30日以内の期間を定めて雇用される方は、日雇労働被保険者に該当する場合がありますので、最寄り
のハローワークにご相談を。

（注２）原則として昼間学生は雇用保険に加入できません。

YES NO

NO

YES

１週間の所定労働時間が 20時間以上

31日以上の雇用見込みがあること（注１）

雇用保険加入 必要（注2） 雇用保険加入 不要

健康保険・厚生年金保険の適用事業所に勤務し、雇用契約の期間が２か月を超える（注１）

1週間の所定労働時間及び１か月の所定労働日数が、
同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の４分の３以上

①週の所定労働時間が20時間以上、②勤務期間が１年以上見込まれる（注2）、
③月額賃金が8.8万円以上、④学生以外、⑤従業員501人以上の企業に勤務
している（注3）、の要件全てに該当

健康保険・厚生年金保険加入必要（注４） 健康保険・厚生年金保険加入不要

YES

YES

YES

NO

NO NO

（注１）令和４年 10 月１日以降、雇用契約の期間が２か月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがある
と判断できる場合は、当初から健康保険・厚生年金保険の適用の対象となります。

（注２）�②について、令和４年 10月１日以降は要件から除外されます。
（注３）�⑤の企業規模については、令和４年 10月１日以降は 101人以上、令和６年 10月１日以降は 51人以上となります。
（注４）既に国民健康保険組合の被保険者である場合には、引き続き国民健康保険組合に加入することが可能です。（P6「元請け企業の方々へ」

参照）

雇用保険の適用確認

健康保険・厚生年金保険の適用確認

社会保険の適用確認フローチャート

評価項目 評価基準 配点

賃上げの実
施を表明し
た企業等　

契約を行う予定の年の４月以降に開始する入札者の最
初の事業年度または契約を行う予定の暦年において、
対前年度または前年比で給与等受給者一人当たりの平
均受給額を３％以上増加させる旨、従業員に表明して
いること【大企業】

加算点
の５％
以上の
整数契約を行う予定の年の４月以降に開始する入札者の最

初の事業年度または契約を行う予定の暦年において、
対前年度または前年比で給与総額を1.5％以上増加さ
せる旨、従業員に表明していること【中小企業等】

荷
停
止
や
工
事
中
止
等
、
工

期
の
延
長
に
も
繋
が
る
異
例

な
事
態
で
全
国
の
管
工
事
業

者
に
影
響
が
生
じ
て
い
る
事

態
を
受
け
、
全
管
連
は
一
月

十
七
日
、
自
由
民
主
党
・
水

道
事
業
促
進
議
員
連
盟
の
田

村
憲
久
会
長
に
藤
川
幸
造
会

長
、臼
倉
進
筆
頭
副
会
長（
千

葉
県
連
会
長
）、
松
本
淳
司

常
務
理
事
が
面
会
し
、
管
工
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７
月
４
日（
月
）軽
井
沢
に
お
い
て
開
催

全
国
か
ら
多
数
の
参
加
を

　

本
会
の
第
六
十
二
回
（
令

和
四
年
度
）
通
常
総
会
・
理
事
会
・
全
国
大
会
及
び
記
念

旅
行
等
の
関
連
行
事
は
北
信

れ
る
。

　

北
信
越
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い

て
は
、
全
国
か
ら
訪
れ
る
ご

来
賓
、
参
加
者
を
迎
え
る
準

備
に
入
っ
て
お
り
、
全
国
か

ら
の
多
数
の
出
席
を
呼
び
か

け
て
い
る
。

　

総
会
、
大
会
等
の
日
程
は

次
の
と
お
り
で
す
。

　

な
お
、
全
管
連
で
は
総
会

等
関
連
行
事
の
円
滑
な
準
備

運
営
を
図
る
た
め
、
所
属
組

合
を
通
じ
て
出
席
者
の
予
備

調
査
を
実
施
し
て
お
り
ま
す

の
で
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　

ま
た
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ

ス
タ
ン
ス
確
保
の
た
め
、
催

物
の
開
催
制
限
等
に
よ
り
参

加
人
数
を
制
限
す
る
可
能
性

や
感
染
症
の
拡
大
な
ど
今
後

不
透
明
な
状
況
で
す
が
、
予

定
通
り
通
常
総
会
・
全
国
大

会
等
が
開
催
さ
れ
た
場
合
を

想
定
し
た
予
備
調
査
と
な
り

ま
す
の
で
、
何
卒
、
ご
理
解
・

ご
協
力
賜
り
ま
す
よ
う
お
願

い
申
し
上
げ
ま
す
。

◇
第
六
十
二
回
通
常
総
会
・

全
国
大
会
・
懇
親
会
◇

１
、
日
時　

令
和
四
年
七
月

四
日
（
月
）（
受
付
正
午
～
）

○
通
常
総
会　

午
後
二
時
～

三
時
十
五
分
。

○
全
国
大
会　

午
後
三
時
三

十
分
～
四
時
三
十
分
。

○
懇
親
会　

午
後
五
時
三
十

分
～
七
時
三
十
分
。

２
、
場
所

　

軽
井
沢
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

　

ウ
エ
ス
ト
（
長
野
県
北
佐

久
郡
軽
井
沢
町
大
字
軽
井
沢

一
〇
一
六
―
八
七
、
電
話
〇

二
六
七
―
四
二
―
一
一
一

一
）
総
会
・
大
会
会
場　

国

際
会
議
場
「
浅
間
」、
懇
親

会
会
場　

メ
イ
ン
バ
ン
ケ
ッ

ト
ホ
ー
ル
「
長
野
」。

３
、
会
費　

　

一
人
三
万
円
、
夫
人
同
伴

の
場
合
二
人
で
四
万
五
千
円

（
い
ず
れ
も
税
込
み
）。総
会
、

全
国
大
会
、
懇
親
会
は
セ
ッ

ト
に
な
っ
て
お
り
ま
す
（
宿

泊
費
は
別
途
料
金
）。

◇
記
念
イ
ベ
ン
ト
◇

１
、
記
念
旅
行

（
主
な
見
ど
こ
ろ
）

①
戸
隠
神
社

　

戸
隠
神
社
は
霊
山
・
戸
隠

山
の
麓
に
、
奥
社
・
中
社
・

宝
光
社
・
九
頭
龍
社
・
火
之

御
子
社
の
五
社
か
ら
な
る
、

創
建
以
来
二
千
年
余
り
に
及

ぶ
歴
史
を
刻
む
神
社
で
す
。

　

そ
の
起
こ
り
は
遠
い
神
世

の
昔
、「
天
の
岩
戸
」
が
飛

来
し
、
現
在
の
姿
に
な
っ
た

と
い
わ
れ
る
戸
隠
山
を
中
心

に
発
達
し
、
祭
神
は
、「
天

の
岩
戸
開
き
の
神
事
」
に
功

績
の
あ
っ
た
神
々
を
お
祀
り

し
て
い
ま
す
。

　

平
安
時
代
末
は
修
験
道
の

道
場
と
し
て
都
に
ま
で
知
ら

れ
た
霊
場
で
し
た
。

　

神
仏
習
合
の
こ
ろ
は
戸
隠

山
顕
光
寺
と
称
し
、
当
時
は

「
戸
隠
十
三
谷
三
千
坊
」
と

呼
ば
れ
、
比
叡
山
、
高
野
山

と
共
に
「
三
千
坊
三
山
」
と

言
わ
れ
る
ほ
ど
に
栄
え
ま
し

た
。

　

江
戸
時
代
に
は
徳
川
家
康

の
手
厚
い
保
護
を
受
け
、
一

千
石
の
朱
印
状
を
賜
り
、
東

叡
山
寛
永
寺
の
末
寺
と
な

り
、
農
業
、
水
の
神
と
し
て

の
性
格
が
強
ま
っ
て
き
ま
し

た
。
山
中
は
門
前
町
と
し
て

整
備
さ
れ
、
奥
社
参
道
に
現

在
も
そ
の
威
厳
を
伝
え
る
杉

並
木
も
植
え
ら
れ
、
広
く
信

仰
を
集
め
ま
し
た
。

　

明
治
に
な
っ
て
戸
隠
は
神

長野県連の山崎会長による参加呼びかけ

仏
分
離
の
対
象
と
な
り
、
寺

は
切
り
離
さ
れ
、
僧
侶
は
還

俗
し
て
神
官
と
な
り
、
戸
隠

神
社
と
名
前
を
変
え
て
現
在

に
至
り
ま
す
。（
戸
隠
観
光

協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
）

②
善
光
寺

　

信
州
善
光
寺
は
、
一
光
三

尊
阿
弥
陀
如
来
様
を
御
本
尊

と
し
て
、
創
建
以
来
約
千
四

百
年
の
長
き
に
亘
り
、
阿
弥

陀
如
来
様
と
の
結
縁
の
場
と

し
て
、
民
衆
の
心
の
拠
り
所

と
し
て
深
く
広
い
信
仰
を
得

て
お
り
ま
す
。

　
『
善
光
寺
縁
起
』
に
よ
れ

ば
、
御
本
尊
の
一
光
三
尊
阿

弥
陀
如
来
様
は
、
イ
ン
ド
か

ら
朝
鮮
半
島
百
済
国
へ
と
お

渡
り
に
な
り
、
欽
明
天
皇
十

三
年
（
五
五
二
年
）、
仏
教

伝
来
の
折
り
に
百
済
か
ら
日

本
へ
伝
え
ら
れ
た
日
本
最
古

の
仏
像
と
い
わ
れ
て
お
り
ま

越
ブ
ロ
ッ
ク
の

長
野
県
水
道
工

事
業
協
同
組
合

連
合
会（
会
長
・

山
崎
正
寛
氏
）

が
担
当
し
、
来

る
七
月
四
日

（
月
）
に
長
野

県
軽
井
沢
町
の

「
軽
井
沢
プ
リ

ン
ス
ホ
テ
ル　

ウ
エ
ス
ト
」
に

お
い
て
開
催
さ

石
綿
有
無
の
事
前
調
査
結
果
の

報
告
義
務
化
等
に
つ
い
て

厚労省

　

厚
生
労
働
省
は
、
建
築
物

の
解
体
・
改
修
の
作
業
に
お

け
る
石
綿
ば
く
露
に
よ
る
健

康
障
害
防
止
措
置
を
規
定
し

た
石
綿
障
害
予
防
規
則
を
令

和
二
年
七
月
に
改
正
し
、
対

策
を
強
化
し
て
い
る
。

　

石
綿
則
改
正
に
伴
い
、
今

後
施
行
さ
れ
る
解
体
・
改
修

工
事
の
際
の
労
働
基
準
監
督

署
等
へ
の
事
前
の
届
出
対
象

の
大
幅
拡
大
（
令
和
四
年
四

月
施
行
）
及
び
解
体
・
改
修

の
対
象
と
な
る
建
築
物
等
に

つ
い
て
石
綿
含
有
の
有
無
を

調
査
す
る
者
の
要
件
の
新
設

（
令
和
五
年
十
月
施
行
）
の

概
要
は
以
下
の
通
り
。

　

な
お
詳
細
は
、同
省
の「
石

綿
総
合
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ

ト
」
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.

ishiw
ata.m

hlw
.go.jp/

◯
石
綿
事
前
調
査
結
果
の
報

告
　

一
定
規
模
以
上
の
建
築
物

や
特
定
の
工
作
物
の
解
体
・

改
修
工
事
は
、
石
綿
含
有
の

有
無
の
事
前
調
査
の
結
果
等

を
、
あ
ら
か
じ
め
、
電
子
シ

ス
テ
ム
で
報
告
す
る
こ
と
が

義
務
に
な
り
ま
す
。（
令
和

四
年
四
月
一
日
以
降
に
開
始

す
る
工
事
か
ら
適
⽤
）

◆
報
告
が
必
要
な
工
事

︱
４
月
１
日
着
工
の
工
事
か
ら
適
用
︱

　

全
管
連
は
、団
体
要
覧（
第

三
十
二
期
）
を
作
成
し
た
。

　

本
要
覧
に
は
、
本
会
の
第

三
十
二
期
役
員
顔
写
真
、
所

属
六
百
余
組
合
の
代
表
者
・

事
務
局
責
任
者
・
所
在
地
、

電
話
番
号
、
本
会
の
事
業
内

容
等
を
掲
載
し
て
い
る
。
今

後
の
陳
情
・
要
望
等
の
各
種

広
報
活
動
等
に
お
い
て
広
く

使
⽤
す
る
。

　

な
お
、
本
要
覧
は
一
月
下

旬
よ
り
都
道
府

県
支
部
経
由
で

会
員
宛
に
送
付

し
た
。

　

本
要
覧
は
今

後
、
全
管
連
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
会

員
専
⽤
コ
ン
テ

ン
ツ
に
デ
ー
タ
を
掲
載
し
、

閲
覧
及
び
随
時
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
が
可
能
と
な
る
（
掲
載
時

期
は
未
定
）。

　

ま
た
一
般
の
方
向
け
に
も

販
売
し
て
お
り
ま
す
。

◎
全
管
連
団
体
要
覧
（
第
三

十
二
期
）
の
概
要

①
体
裁　

Ｂ
５
判
（
九
十
ペ

ー
ジ
）

②
価
格　

二
千
二
百
円
（
税

込
・
送
料
実
費
）。

全
管
連
団
体
要
覧（
第
32
期
）

を
作
成

全管連

◇
第
62
回
通
常
総
会
・
全
国
大
会
◇

︱
　
出
席
者
数
の
予
備
調
査
を
実
施
中
　
︱

す
。
こ
の
仏
像
は
、
仏
教
の

受
容
を
巡
っ
て
の
崇
仏
・
廃

仏
論
争
の
最
中
、
廃
仏
派
の

物
部
氏
に
よ
っ
て
難
波
の
堀

江
へ
と
打
ち
捨
て
ら
れ
ま
し

た
。
後
に
、
信
濃
国
司
の
従

者
と
し
て
都
に
上
っ
た
本
田

善
光
が
信
濃
の
国
へ
と
お
連

れ
し
、
は
じ
め
は
今
の
長
野

県
飯
田
市
で
お
祀
り
さ
れ
、

後
に
皇
極
天
皇
元
年
（
六
四

二
年
）
現
在
の
地
に
遷
座
い

た
し
ま
し
た
。
皇
極
天
皇
三

年
（
六
四
四
年
）
に
は
勅
願

に
よ
り
伽
藍
が
造
営
さ
れ
、

本
田
善
光
の
名
を
取
っ
て

「
善
光
寺
」
と
名
付
け
ら
れ

ま
し
た
。

　

創
建
以
来
十
数
回
の
火
災

に
遭
い
ま
し
た
が
、
そ
の
度

ご
と
に
、
民
衆
の
如
来
様
を

お
慕
い
す
る
心
に
よ
っ
て
復

興
さ
れ
護
持
さ
れ
て
ま
い
り

ま
し
た
（
善
光
寺
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
）

〈
七
月
五
日
（
火
）〉

　

軽
井
沢
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

→
別
所
温
泉　

北
向
き
観
音

→
戸
隠
神
社
（
中
社
、奥
社
）

参
拝
・
昼
食
→
善
光
寺
→
上

山
田
温
泉
清
風
園
（
泊
）

〈
七
月
六
日
（
水
）〉

　

清
風
園
→
長
野
駅

２
、
ゴ
ル
フ
大
会

①
日
時　

七
月
五
日
（
火
）、

九
時
ス
タ
ー
ト

②
場
所　

軽
井
沢
７
２
ゴ
ル

フ
東
コ
ー
ス　

入
山
（
長
野

県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町
発
地

南
軽
井
沢
、
電
話
〇
二
六
七

―
四
八
―
〇
〇
七
二
）

③
参
加
費　

会
費
二
万
八
千

円
（
一
名
、
会
費
・
プ
レ
ー

代
・
昼
食
代
込
み
）。

④
競
技　

十
八
ホ
ー
ル
ズ　

ス
ト
ロ
ー
ク
プ
レ
ー
・
ダ
ブ

ル
ぺ
リ
ア
方
式
。

※
石
綿
が
含
ま
れ
て
い
な
い

場
合
も
そ
の
旨
の
報
告
が
必

要
で
す

①
解
体
部
分
の
床
面
積
が
八

〇
㎡
以
上
の
建
築
物
の
解
体

工
事
※
建
築
物
の
解
体
工
事

と
は
、
建
築
物
の
壁
、
柱
お

よ
び
床
を
同
時
に
撤
去
す
る

工
事
を
い
う

②
請
負
金
額
が
税
込
百
万
円

以
上
の
建
築
物
の
改
修
工
事

※
建
築
物
の
改
修
工
事
と

は
、
建
築
物
に
現
存
す
る
材

料
に
何
ら
か
の
変
更
を
加
え

る
工
事
で
あ
っ
て
、
建
築
物

の
解
体
工
事
以
外
の
も
の
を

い
う

※
請
負
金
額
は
、
材
料
費
も

含
め
た
工
事
全
体
の
請
負
金

額
を
い
う

③
請
負
金
額
が
税
込
百
万
円

以
上
の
下
記
工
作
物
の
解
体

工
事
・
改
修
工
事

・
反
応
槽
、
加
熱
炉
、
ボ
イ

ラ
ー
、
圧
力
容
器

・
配
管
設
備
（
建
築
物
に
設

け
る
給
水
・
排
水
・
換
気
・

暖
房
・
冷
房
・
排
煙
設
備
等

を
除
く
）

・
焼
却
設
備

・
煙
突
（
建
築
物
に
設
け
る

排
煙
設
備
等
を
除
く
）

・
貯
蔵
設
備
（
穀
物
を
貯
蔵

す
る
た
め
の
設
備
を
除
く
）

・
発
電
設
備
（
太
陽
光
発
電

設
備
・
風
力
発
電
設
備
を
除

く
）

・
変
電
設
備
、
配
電
設
備
、

送
電
設
備
（
ケ
ー
ブ
ル
を
含

む
）

・
ト
ン
ネ
ル
の
天
井
板

・
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
上

家
、
鉄
道
の
駅
の
地
下
式
構

造
部
分
の
壁
・
天
井
板

・
遮
音
壁
、
軽
量
盛
⼟
保
護

パ
ネ
ル

◯
石
綿
事
前
調
査
結
果
の
報

告
の
方
法

　

事
前
調
査
結
果
報
告
は
、

石
綿
事
前
調
査
結
果
報
告
シ

ス
テ
ム
を
利
⽤
す
る
こ
と
で

労
働
基
準
監
督
署
、
及
び
自

治
体
の
窓
口
へ
の
書
面
の
提

出
に
出
向
く
こ
と
な
く
行
う

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
シ
ス

テ
ム
（h

ttp
s://w

w
w
.

ish
iw
ata-h

o
u
k
o
k
u
.

m
hlw
.go.jp

）
は
令
和
四

年
四
月
一
日
ま
で
に
公
開
予

定
）

　

石
綿
事
前
調
査
結
果
報
告

シ
ス
テ
ム
の
利
⽤
に
あ
た
っ

て
は
、
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
が
必
要

と
な
り
ま
す
。（
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ

Ｄ
の
発
行
は
こ
ち
ら

（h
ttp
s
:/
/
g
b
iz-id

.

go.jp/top/

））

　
「
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
エ
ン
ト
リ

ー
」
と
「
Ｇ
ビ
ズ
Ｉ
Ｄ
プ
ラ

イ
ム
」
の
二
種
類
が
あ
り
、

ど
ち
ら
で
も
ご
利
⽤
が
可
能

で
す
。

○
事
前
調
査
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
者

　

な
お
、
建
築
物
の
事
前
調

査
は
必
要
な
知
識
を
有
す
る

以
下
の
資
格
者
等
に
依
頼
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。（
令

和
五
年
十
月
一
日
施
行
）

①
特
定
建
築
物
石
綿
含
有
建

材
調
査
者
（
特
定
調
査
者
）

②
一
般
建
築
物
石
綿
含
有
建

材
調
査
者
（
一
般
調
査
者
）

③
一
戸
建
て
等
石
綿
含
有
建

材
調
査
者
（
一
戸
建
て
等
調

査
者
）

④
令
和
五
年
九
月
三
十
日
以

前
に
（
一
社
）
日
本
ア
ス
ベ

ス
ト
調
査
診
断
協
会
に
登
録

さ
れ
、
事
前
調
査
を
行
う
時

点
に
お
い
て
も
引
き
続
き
登

録
さ
れ
て
い
る
者
。
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国
土
交
通
省
は
令
和
三
年

十
二
月
十
七
日
付
け
の
官
報

で
、
下
表
の
と
お
り
令
和
四

年
度
の
管
工
事
並
び
に
土
木

の
施
工
管
理
技
術
検
定
の
実

施
日
程
を
公
告
し
た
。
一
部

の
再
受
検
者
に
つ
い
て
は
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
が
可

能
。
対
象
と
な
る
申
請
区
分

等
詳
細
は
、（
一
財
）
全
国

建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
（https://

w
w

w
.jctc.jp/

）
を
参
照

下
さ
い
。
各
技
術
検
定（
管
・

土
木
）
の
概
要
は
以
下
の
と

お
り
。

１
、
管
工
事

（
１
）
一
級
管
工
事
施
工
管

理
技
術
検
定

①
申
込
受
付
期
間　

令
和
四

年
五
月
六
日
（
金
）
～
令
和

四
年
五
月
二
十
日
（
金
）

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
令
和

四
年
五
月
六
日
（
金
）
～
令

和
四
年
五
月
二
十
日
（
金
）

午
後
十
一
時
五
十
九
分

　

申
込
は
簡
易
書
留
郵
便
に

よ
る
個
人
別
申
込
に
な
り
ま

す
。
締
切
日
の
消
印
の
あ
る

も
の
ま
で
有
効
で
す
。

※
受
検
者
本
人
が
記
載
の
う

え
、
申
込
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

②
試
験
日

・（
第
一
次
検
定
）
令
和
四

年
九
月
四
日
（
日
）

・（
第
二
次
検
定
）
令
和
四

年
十
二
月
四
日
（
日
）

③
合
格
発
表
日　

・（
第
一
次
検
定
）
令
和
四

年
十
月
六
日
（
木
）

・（
第
二
次
検
定
）
令
和
五

年
三
月
一
日
（
水
）。

（
２
）
二
級
管
工
事
施
工
管

理
技
術
検
定

①
第
一
次
検
定
（
前
期
）

・
申
込
受
付
期
間　

令
和
四

年
三
月
二
日
（
水
）
～
令
和

四
年
三
月
十
六
日
（
水
）

・
試
験
日　

令
和
四
年
六
月

管
工
事
・
土
木
の

施
工
管
理
技
術
検
定
日
程
が
決
定

１
級
土
木
施
工
管
理
技
術
検
定

２
万
６
５
５
８
名
が
受
検

「
第
二
次
検
定
」
合
格
率
36
・
６
％

　

一
月
十
四
日
、（
一
財
）

全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
と

国
土
交
通
省
は
、
令
和
三
年

十
月
三
日
に
実
施
し
た
令
和

三
年
度
一
級
土
木
施
工
管
理

技
術
検
定
「
第
二
次
検
定
」

の
合
格
者
を
発
表
し
た
。（
合

格
者
は
同
研
修
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。）

　

今
回
の
受
検
者
数
二
万
六

千
五
百
五
十
八
名
、
合
格
者

数
九
千
七
百
三
十
二
名
で
、

合
格
率
は
三
六
・
六
％
（
昨

年
度
三
一
・
〇
％
）
と
な
っ

た
。

　

な
お
、
第
二
次
検
定
合
格

者
に
つ
い
て
は
、
一
級
土
木

施
工
管
理
技
士
の
称
号
が
付

与
さ
れ
、
現
場
の
監
理
技
術

者
や
主
任
技
術
者
等
と
し
て

職
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
り
、
一
層
の
活
躍

が
期
待
さ
れ
る
。

　

一
級
土
木「
第
二
次
検
定
」

合
格
者
九
千
七
百
三
十
二
名

の
内
訳
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

１
、
試
験
地
別　

　

東
京
二
九
・
三
％
、
大
阪

一
五
・
三
％
、
福
岡
一
三
・

四
％
、
名
古
屋
一
一
・
九
％
、

仙
台
八
・
五
％
等
。

２
、
勤
務
先
別

　

知
事
許
可
土
木
四
〇
・

五
％
、大
臣
許
可
土
木
二
九
・

九
％
、
公
務
員
・
独
法
等
八
・

六
％
、知
事
許
可
そ
の
他
六
・

九
％
、
そ
の
他
六
・
六
％
等
。

３
、
年
齢
別

　

二
十
五
歳
～
二
十
九
歳
二

六
・
六
％
、
三
十
歳
～
三
十

四
歳
一
七
・
七
％
、
四
十
歳

～
四
十
四
歳
一
五
・
六
％
、

三
十
五
歳
～
三
十
九
歳
一

五
・
一
％
等
。

４
、
男
女
別

　

男
性
九
一
・
三
％
、
女
性

八
・
七
％
。

５
、
学
歴
別

　

大
学
四
七
・
一
％
、
高
等

学
校
三
五
・
六
％
等
。

６
、
技
術
検
定
合
格
証
明
書

交
付
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

　

一
級
土
木
施
工
管
理
技
術

検
定
「
第
二
次
検
定
」
合
格

者
は
、
国
土
交
通
省
各
地
方

整
備
局
長
・
北
海
道
開
発
局

長
・
内
閣
府
沖
縄
総
合
事
務

局
長
に
対
し
技
術
検
定
合
格

証
明
書
の
交
付
申
請
手
続
が

必
要
と
な
る
。

　

な
お
、
合
格
者
は
、
一
月

十
四
日
付
で
送
付
さ
れ
た
技

術
検
定
合
格
証
明
書
交
付
申

請
書
記
載
の
受
検
番
号
、
氏

名
、
本
籍
、
現
住
所
（
合
格

証
明
書
送
付
先
）
及
び
生
年

月
日
を
確
認
の
う
え
、
収
入

印
紙
二
千
二
百
円
分
を
貼

り
、
簡
易
書
留
郵
便
で
日
本

情
報
産
業
（
株
）
土
木
一
係

に
令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

（
金
）
ま
で
に
送
付
す
る
こ

と
と
な
っ
て
い
る
。 

五
日
（
日
）

・
合
格
発
表
日　

令
和
四
年

七
月
五
日
（
火
）

②
第
一
次
検
定
・
第
二
次
検

定
、
第
一
次
検
定
（
後
期
）、

第
二
次
検
定

・
申
込
受
付
期
間　

令
和
四

年
七
月
十
二
日
（
火
）
～
令

和
四
年
七
月
二
十
六
日（
火
）

・
試
験
日　

令
和
四
年
十
一

月
二
十
日
（
日
）

・
合
格
発
表
日　
（
第
一
次

検
定
［
後
期
］）
令
和
五
年

一
月
二
十
日
（
金
）（
第
一

次
検
定
の
み
受
検
者
）、（
第

一
次
検
定
・
第
二
次
検
定
、

第
二
次
検
定
）
令
和
五
年
三

月
一
日
（
水
）。

２
、
土
木

（
１
）
一
級
土
木
施
工
管
理

技
術
検
定

①
申
込
受
付
期
間　

令
和
四

年
三
月
十
七
日
（
木
）
～
令

和
四
年
三
月
三
十
一
日（
木
）

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）
令
和

四
年
三
月
十
七
日
（
木
）
～

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

（
木
）
午
後
十
一
時
五
十
九

分

　

申
込
は
簡
易
書
留
郵
便
に

よ
る
個
人
別
申
込
に
な
り
ま

す
。
締
切
日
の
消
印
の
あ
る

も
の
ま
で
有
効
で
す
。

※
受
検
者
本
人
が
記
載
の
う

え
、
申
込
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

②
試
験
日

・（
第
一
次
検
定
）
令
和
四

年
七
月
三
日
（
日
）

・（
第
二
次
検
定
）
令
和
四

年
十
月
二
日
（
日
）

③
合
格
発
表
日　

・（
第
一
次
検
定
）
令
和
四

年
八
月
十
八
日
（
木
）

・（
第
二
次
検
定
）
令
和
五

年
一
月
十
三
日
（
金
）。

（
２
）
二
級
土
木
施
工
管
理

技
術
検
定

①
第
一
次
検
定
（
前
期
・
種

別
を
土
木
の
み
と
す
る
）

・
申
込
受
付
期
間　

令
和
四

年
三
月
二
日
（
水
）
～
令
和

四
年
三
月
十
六
日
（
水
）

・
試
験
日　

令
和
四
年
六
月

五
日
（
日
）

・
合
格
発
表
日　

令
和
四
年

七
月
五
日
（
火
）

②
第
一
次
検
定
・
第
二
次
検

定
、
第
一
次
検
定
（
後
期
）、

令和４年度
２
５
１
０
名
が
受
検

１
３
６
０
名
が
合
格
（
う
ち
高
校
生
76
名
）

第
一
次
検
定
（
後
期
）
合
格
率
54
・
２
％

令和３年度
　

一
月
十
四
日
、（
一
財
）

全
国
建
設
研
修
セ
ン
タ
ー
と

国
土
交
通
省
は
、
令
和
三
年

十
一
月
二
十
一
日
に
実
施
し

た
令
和
三
年
度
二
級
管
工
事

施
工
管
理
技
術
検
定
「
第
一

次
検
定
（
後
期
）」
受
検
の

合
格
者
を
発
表
し
た
。（
合

格
者
は
同
研
修
セ
ン
タ
ー
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
。）

　

今
回
の
受
検
者
数
二
千

五
百
十
名
、
合
格
者
数
千

三
百
六
十
名
で
、
合
格
率

は
五
四
・
二
％
（
令
和
二

年
度
は
五
七
・
六
％
）
と

な
っ
た
。

　

技
術
者
の
入
り
口
と
な
る

二
級
第
一
次
検
定
に
つ
い
て

は
受
検
機
会
を
拡
大
す
る
た

め
、
平
成
二
十
八
年
度
よ
り

十
七
歳
（
高
校
二
年
生
）
以

上
の
受
検
を
可
能
と
し
、
平

成
三
十
年
度
よ
り
試
験
を
年

二
回
（
前
期
・
後
期
）
実
施

し
て
い
る
。

　

な
お
、
第
一
次
検
定
の
み

受
検
の
合
格
者
は
、
高
校
生

が
各
種
顕
彰
制
度
に
申
請
す

る
際
の
利
便
性
等
を
考
慮

し
、
平
成
二
十
九
年
度
か
ら

前
倒
し
し
て
発
表
を
実
施
し

て
い
る
。

　

二
級
管
工
事
「
第
一
次
検

定
（
後
期
）」
合
格
者
千
三

百
六
十
名
の
内
訳
は
次
の
と

お
り
。

１
、
試
験
地
別　

　

東
京
三
〇
・
九
％
、
大
阪

一
六
・
五
％
、
名
古
屋
一
二
・

四
％
、
福
岡
七
・
一
％
、
仙

台
七
・
〇
％
、
広
島
五
・
九
％

等
。

２
、
学
校
又
は
勤
務
先
別

　

建
設
業
五
七
・
五
％
、
短

大
・
高
専
一
一
・
一
％
、
高

等
学
校
六
・
一
％
等
。

３
、
年
齢
別

　

二
十
一
歳
～
二
十
四
歳
二

七
・
四
％
、
二
十
一
歳
未
満

二
一
・
七
％
、
二
十
五
歳
～

二
十
九
歳
一
五
・
七
％
、
三

十
歳
～
三
十
四
歳
八
・
九
％

等
。

４
、
男
女
別

　

男
性
八
四
・
一
％
、
女
性

一
五
・
九
％
。

令和３年度

◇
２
級
管
工
事
施
工
管
理
技
術
検
定

第
二
次
検
定

・
申
込
受
付
期
間　

令
和
四

年
七
月
六
日
（
水
）
～
令
和

四
年
七
月
二
十
日
（
水
）

・
試
験
日　

令
和
四
年
十
月

二
十
三
日
（
日
）

・
合
格
発
表
日　
（
第
一
次

検
定
［
後
期
］）
令
和
五
年

一
月
十
三
日
（
金
）、（
第
一

次
検
定
・
第
二
次
検
定
、
第

二
次
検
定
）
令
和
五
年
二
月

一
日
（
水
）。

₁₈ ₁₇ ₃₁ ₃ ₂₁₈ ₁₃

国 国

国国 国

₁₃ ₁₂₃₂₀₆

₅₅

₂₀

₁₆₂₁₈

₁₁ ₂₀₆ ₄ ₆ ₄ ₁

国

国

国

国

国

国
₂₀₂₀₁₂ ₂₆₂₇

₅₅₁₈ ₁₆₂

国

₁

国

国

土
木
一
級

管
工
事
一
級

土
木
二
級

管
工
事
二
級
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（
一
財
）
地
域
開
発
研
究

所
は
、
管
工
事
・
土
木
施
工

管
理
技
士
を
目
指
す
方
の
た

め
に
受
験
講
習
会
を
開
催
し

ま
す
。
講
習
会
の
種
類
は
次

の
と
お
り
で
す
（
金
額
は
消

費
税
込
み
）。

　

な
お
、
講
習
会
の
会
場
は

全
国
各
地
で
開
催
し
て
お
り

ま
す
の
で
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.ias.or.jp

に

て
ご
確
認
下
さ
い
。

◇
管
工
事

１
、
一
級
第
一
次
検
定

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
（
三

日
間
講
習
会
相
当
Ｗ
Ｅ
Ｂ
動

画
配
信
型
講
習
会
（
実
力
テ

ス
ト
付
））
三
万
七
千
円

（
２
）
会
場
コ
ー
ス
（
三
日

間
講
習
会
（
実
力
テ
ス
ト

付
））
三
万
七
千
円

（
３
）
実
力
テ
ス
ト
コ
ー
ス

（
在
宅
型
テ
ス
ト
）
一
万
円

２
、
一
級
第
二
次
検
定

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
（
動

画
配
信
型
講
習
会
・
施
工
経

験
記
述
添
削
指
導
付
※
）
二

万
三
千
円

（
２
）
会
場
コ
ー
ス
（
一
日

講
習
会
・
施
工
経
験
記
述
添

削
指
導
付
※
）
二
万
三
千
円

３
、
二
級
第
一
次
検
定

（
１
）Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス【
前
期
】

動
画
配
信
型
講
習
会
（
前
期

一
次
対
応
）
二
万
五
千
円

（
２
）Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス【
後
期
】

動
画
配
信
型
講
習
会
（
後
期

一
次
対
応
）
二
万
五
千
円

（
３
）
会
場
コ
ー
ス
【
後
期
】

二
日
間
講
習
会
（
後
期
一
次

対
応
）
二
万
五
千
円

４
、
二
級
第
二
次
検
定

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
動
画

配
信
型
講
習
会 

（
施
工
経
験

記
述
添
削
指
導
付
※
）
二
万

円（２
）
会
場
コ
ー
ス
一
日
講

習
会
（
施
工
経
験
記
述
添
削

指
導
付
※
）
二
万
円

５
、
二
級
第
一
次
・
第
二
次

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
（
三

日
間
講
習
会
相
当
の
動
画
配

信
型
講
習
会
（
施
工
経
験
記

述
添
削
指
導
付
※
））
四
万

円◇
土
木

１
、
一
級
第
一
次
検
定

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
（
三

日
間
講
習
会
相
当
Ｗ
Ｅ
Ｂ
動

画
配
信
型
講
習
会
・
実
力
テ

ス
ト
付
）
三
万
七
千
円

管
工
事
・
土
木
施
工
管
理
技
士

受
験
講
習
会
の
ご
案
内

消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に

向
け
て
の
準
備
と
検
討
事
項
　

　

令
和
５
年
10
月
１
日
か
ら
「
適
格
請
求
書
保
存
方
式
」（
い

わ
ゆ
る
「
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」）
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
こ

の
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
施
行
下
で
は
、
法
定
事
項
が
記
載
さ

れ
た「
帳
簿
」と「
適
格
請
求
書
」（
以
下
イ
ン
ボ
イ
ス
）
を
保

存
す
る
こ
と
が
仕
入
税
額
控
除
の
要
件
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
の「
イ
ン
ボ
イ
ス
」は
、税
務
署
に
申
請
し
て
登
録
を
受
け

た
「
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
（
以
下
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事

業
者
）」で
な
い
と
発
行
・
交
付
が
で
き
ま
せ
ん
。自
分
の
法

人
・
個
人
事
業
が
消
費
税
の
課
税
事
業
者
か
免
税
事
業
者
か

で
対
応
が
変
わ
り
ま
す
の
で
十
分
検
討
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

新
大
和
税
理
士
法
人　

代
表
社
員　

税
理
士

全
管
連　

員
外
監
事　

福
田　

悦
雄

１
．
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業

者
の
登
録
の
検
討

●
課
税
事
業
者
の
場
合

　

も
と
も
と
消
費
税
の
課
税

事
業
者
で
あ
れ
ば
、
登
録
す

る
こ
と
に
よ
る
弊
害
は
特
に

な
い
の
で
問
題
な
い
と
思
い

ま
す
。「
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行

事
業
者
」
の
登
録
は
令
和
三

年
十
月
一
日
か
ら
受
付
が
開

始
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
令
和

五
年
十
月
一
日
の
制
度
導
入

か
ら
イ
ン
ボ
イ
ス
の
発
行
を

す
る
た
め
に
は
令
和
五
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
登
録
申

請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
登
録
す
る
か
ど

う
か
は
任
意
で
す
の
で
こ
れ

か
ら
約
一
年
余
り
の
間
に
態

度
を
決
定
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
。

●
免
税
事
業
者
の
場
合

　

現
状
で
免
税
事
業
者
の
場

合
は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
を
発
行

で
き
る
メ
リ
ッ
ト
と
消
費
税

納
税
額
の
負
担
増
と
い
う
デ

メ
リ
ッ
ト
を
比
べ
て
慎
重
に

検
討
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
免
税
事
業
者
の

ま
ま
だ
と
取
引
か
ら
排
除
さ

れ
仕
事
自
体
を
失
う
危
険
も

あ
り
ま
す
。
イ
ン
ボ
イ
ス
発

行
の
た
め
に
課
税
事
業
者
に

な
る
こ
と
を
選
択
す
る
と
、

た
と
え
基
準
期
間（
二
年
前
）

の
課
税
売
上
高
が
一
千
万
円

以
下
で
あ
っ
て
も
イ
ン
ボ
イ

ス
発
行
事
業
者
で
あ
る
限
り

免
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

●
登
録
番
号
の
取
得

　

登
録
番
号
は
登
録
申
請
を

し
て
か
ら
書
面
申
請
で
は
一

ヶ
月
程
度
、
電
子
申
請
（
ｅ

―
Ｔ
ａ
ｘ
）
で
は
二
週
間
程

度
で
登
録
番
号
の
通
知
が
な

さ
れ
る
そ
う
で
す
。
登
録
番

号
は
法
人
の
場
合
、
法
人
番

号
の
頭
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

の
Ｔ
を
付
け
た
番
号
に
な
り

ま
す
。（
例
：
Ｔ
０
１
２
３

４
５
６
７
８
９
０
１
２
）
個

人
事
業
者
や
人
格
の
な
い
社

団
な
ど
法
人
番
号
を
有
し
な

い
課
税
事
業
者
の
場
合
は
、

法
人
と
重
複
し
な
い
番
号
と

な
り
ま
す
が
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

は
使
用
し
な
い
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。

　

法
人
の
場
合
、
Ｔ
＋
法
人

番
号
と
い
う
登
録
番
号
が
付

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
の
で
、
登
録
前
か
ら
登
録

番
号
が
わ
か
っ
て
い
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
た
だ
、
わ
か

っ
て
い
る
か
ら
と
登
録
せ
ず

に
登
録
番
号
を
使
用
す
る
と

罰
則
が
あ
り
ま
す
の
で
必
ず

登
録
後
に
使
用
し
て
く
だ
さ

い
。

２
．
イ
ン
ボ
イ
ス
の
記
載
事

項
　

適
格
請
求
書
（
イ
ン
ボ
イ

ス
）
の
記
載
事
項
は
全
管
連

ジ
ャ
ー
ナ
ル
二
〇
二
一
年
九

月
号
の
原
稿
で
も
紹
介
し
ま

し
た
が
、
以
下
の
項
目
と
な

っ
て
い
ま
す
。

①
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者

の
氏
名
又
は
名
称
及
び
登
録

番
号

②
課
税
資
産
の
譲
渡
等
を
お

こ
な
っ
た
年
月
日

③
課
税
資
産
の
譲
渡
等
に
係

る
資
産
又
は
役
務
の
内
容

（
軽
減
税
率
対
象
資
産
の
場

合
は
そ
の
旨
）

④
税
抜
き
価
格
又
は
税
込
み

価
格
を
税
率
ご
と
に
区
分
し

て
合
計
し
た
金
額
及
び
適
用

税
率

⑤
税
率
ご
と
に
区
分
し
た
消

費
税
額

⑥
書
類
の
交
付
を
受
け
る
事

業
者
の
氏
名
又
は
名
称

　

こ
の
う
ち
太
字
傍
線
で
示

し
た
項
目
以
外
は
、
現
行
の

「
区
分
記
載
請
求
書
等
」
の

記
載
要
件
と
ほ
ぼ
同
じ
で
す

の
で
現
行
の
請
求
書
等
に
３

項
目
を
追
加
す
る
だ
け
で
正

式
な
イ
ン
ボ
イ
ス
と
し
て
使

用
で
き
ま
す
。
令
和
元
年
の

軽
減
税
率
新
設
時
に
④
と
⑤

の
項
目
も
記
載
す
る
よ
う
に

な
っ
た
事
業
者
も
多
い
と
思

い
ま
す
の
で
、
も
し
対
応
済

み
で
あ
れ
ば
①
の
登
録
番
号

だ
け
追
加
す
れ
ば
よ
い
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
自
社

の
請
求
書
・
領
収
証
な
ど
の

形
式
を
再
度
確
認
し
、
足
り

な
い
項
目
が
あ
る
場
合
は
様

式
の
変
更
や
シ
ス
テ
ム
の
見

直
し
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
。

　

ま
た
、
消
費
税
額
の
一
円

未
満
の
端
数
処
理
に
つ
い
て

は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
ご
と
、
同

じ
税
率
の
合
計
ご
と
に
行
わ

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
商

品
ご
と
に
端
数
処
理
を
し
て

合
計
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ

て
い
ま
せ
ん
。

３
．
買
い
手
側
の
留
意
事
項

●
イ
ン
ボ
イ
ス
の
保
管

　

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
下
で

は
、
仕
入
税
額
控
除
の
要
件

の
一
つ
に
「
受
け
取
っ
た
イ

ン
ボ
イ
ス
の
保
管
」
が
あ
り

ま
す
。
こ
の
た
め
イ
ン
ボ
イ

ス
発
行
事
業
者
で
な
い
免
税

（
２
）
会
場
コ
ー
ス
（
三
日

間
講
習
会
・
実
力
テ
ス
ト
付
）

三
万
七
千
円

（
３
）
実
力
テ
ス
ト
コ
ー
ス

（
在
宅
型
テ
ス
ト
）
一
万
円

２
、
一
級
第
二
次
検
定

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
（
二

日
講
習
会
相
当
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
動

画
配
信
型
講
習
会
（
施
工
経

験
記
述
添
削
指
導
付
※
））

二
万
九
千
円

（
２
）
会
場
コ
ー
ス
（
二
日

間
講
習
会
・
施
工
経
験
記
述

添
削
指
導
付
※
）
二
万
九
千

円３
、
二
級
第
一
次
検
定

（
１
）Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス【
前
期
】

動
画
配
信
型
講
習
会
（
前
期

一
次
対
応
）
二
万
五
千
円

（
２
）Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス【
後
期
】

動
画
配
信
型
講
習
会
（
後
期

一
次
対
応
）
二
万
五
千
円

（
３
）
会
場
コ
ー
ス
【
前
期
】

二
日
間
講
習
会
（
前
期
一
次

対
応
）
二
万
五
千
円

（
４
）
会
場
コ
ー
ス
【
後
期
】

二
日
間
講
習
会
（
後
期
一
次

対
応
）
二
万
五
千
円

４
、
二
級
第
二
次
検
定

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
動
画

配
信
型
講
習
会 
（
施
工
経
験

記
述
添
削
付
※
）
二
万
円

（
２
）
会
場
コ
ー
ス
（
一
日

講
習
会
・
施
工
経
験
記
述
添

削
付
※
）
二
万
円

５
、
二
級
第
一
次
・
第
二
次

（
１
）
Ｗ
Ｅ
Ｂ
コ
ー
ス
（
三

日
間
講
習
会
相
当
の
動
画
配

信
型
講
習
会
（
施
工
経
験
記

述
添
削
付
※
））
四
万
円

（
２
）
会
場
コ
ー
ス
（
三
日

間
講
習
会
・
施
工
経
験
記
述

添
削
付
※
）
四
万
円

※
施
工
経
験
記
述
添
削
指
導

は
早
期
申
込
者
特
典
サ
ー
ビ

ス
で
す
。

事
業
者
か
ら
の
仕
入
れ
や
経

費
の
支
払
い
に
つ
い
て
は
、

経
過
措
置
（
※
１
）
は
あ
る

も
の
の
今
後
仕
入
税
額
控
除

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

※
１
：
激
変
緩
和
の
趣
旨
か

ら
以
下
の
期
間
は
登
録
番
号

を
持
た
な
い
免
税
事
業
者
等

か
ら
の
仕
入
れ
に
つ
い
て
税

額
控
除
が
認
め
ら
れ
ま
す
。

　

令
和
五
年
十
月
一
日
〜
令

和
八
年
九
月
三
十
日
…
課
税

仕
入
れ
の
八
〇
％
相
当
部
分

　

令
和
八
年
十
月
一
日
〜
令

和
十
一
年
九
月
三
十
日
…
課

税
仕
入
れ
の
五
〇
％
相
当
部

分
　

な
お
、
区
分
記
載
請
求
書

等
の
保
管
と
帳
簿
へ
経
過
措

置
適
用
の
旨
の
記
載
が
必
要

で
す
。

●
免
税
事
業
者
と
の
取
引
の

分
析

　

こ
れ
ま
で
は
免
税
事
業
者

か
ら
の
仕
入
れ
で
あ
っ
て
も

消
費
税
が
含
ま
れ
て
い
る
も

の
と
し
て
税
額
控
除
が
で
き

て
い
ま
し
た
が
、
今
後
は
税

額
控
除
が
で
き
な
く
な
り
ま

す
。
今
の
う
ち
に
現
在
の
仕

入
れ
先
や
経
費
の
支
払
先
を

分
析
し
て
、
免
税
事
業
者
と

の
取
引
が
ど
の
く
ら
い
あ
る

か
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
で
し
ょ
う
。
一
人
親
方
な

ど
個
人
の
外
注
先
に
つ
い
て

は
イ
ン
ボ
イ
ス
発
行
事
業
者

に
な
る
の
か
ど
う
か
の
確
認

作
業
も
行
い
、
免
税
事
業
者

と
の
取
引
を
続
け
た
場
合
ど

の
く
ら
い
の
税
負
担
が
増
加

す
る
の
か
分
析
検
討
し
対
策

を
講
じ
る
べ
き
と
考
え
ま

す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
顧
問

税
理
士
な
ど
に
十
分
相
談
し

ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
る
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
助
成
金
に
つ
い
て

※
助
成
金
の
詳
細
に
つ
い
て

は
各
自
治
体
に
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

１
．
人
材
開
発
支
援
助
成
金

制
度

（
１
）
規
定
に
定
め
ら
れ
た

要
件
に
該
当
す
る
事
業
者
で

あ
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
都

道
府
県
労
働
局
（
以
下
「
労

働
局
」
と
い
い
ま
す
）
に
訓

練
実
施
計
画
の
届
出
を
行
な

っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
す

（
労
働
局
長
が
指
定
す
る
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
を
経
由
す
る
こ

と
も
可
能
）。

（
２
）
対
象
と
な
る
職
業
訓

練
の
種
類

　

本
研
究
所
の
受
験
講
習
会

で
二
十
時
間
以
上
の
場
合

は
、
対
象
と
な
る
「
事
業
外

訓
練
」
に
該
当
し
ま
す
。

（
３
）「
一
般
対
象
職
業
訓
練
」

の
経
費
等
助
成
率

・
助
成
額
の
限
度
：
一
訓
練

コ
ー
ス
あ
た
り
一
人
五
万
円

・
経
費
等
助
成
率
：
三
分
の

一
　

本
研
究
所
の
受
験
講
習
会

の
場
合
は
、
受
講
料
と
講
習

会
指
定
図
書
代
が
対
象
と
な

り
ま
す
。（
送
料
は
対
象
外
）

２
．
本
研
究
所
主
催
の
受
験

講
習
会
に
係
わ
る
給
付
金
の

受
給
申
請
に
あ
た
っ
て
は
、

都
道
府
県
労
働
局
の
所
定
用

紙
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の

上
、
本
研
究
所
宛
に
お
送
り

く
だ
さ
い
。本
研
究
所
で
は
、

受
験
講
習
会
の
「
全
日
程
出

席
」
を
も
っ
て
修
了
と
い
た

し
ま
す
。

◇
問
合
せ
先

　
（
一
財
）
地
域
開
発
研
究

所　

電
話
〇
三
―
三
二
三
五

―
三
六
〇
一
。
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６
日　
（
一
社
）
日
本
水
道

工
業
団
体
連
合
会
の
新
年
名
刺

交
換
会
が
午
後
一
時
三
十
分
よ

り
、
東
京
都
千
代
田
区
の
東
京

會
舘
に
て
行
わ
れ
、
粕
谷
専
務

が
出
席
し
た
。

11
日　
（
一
社
）
建
設
技
能

人
材
機
構
の
事
業
部
情
報
共
有

会
（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
が
二
十
五
日
の

午
前
九
時
三
十
分
よ
り
行
わ

れ
、
松
本
常
務
が
出
席
し
た
。

同
日　

大
阪
ガ
ス
（
株
）
と

の
特
定
技
能
試
験
に
関
す
る
情

報
交
換
が
午
後
一
時
よ
り
、
東

京
都
豊
島
区
の
全
管
連
会
館
に

て
行
わ
れ
、
粕
谷
専
務
、
松
本

常
務
、
依
田
主
任
、
仲
村
主
任

が
出
席
し
た
。

同
日　
（
一
財
）
建
設
業
振

興
基
金
に
よ
る
建
設
人
材
育
成

優
良
企
業
表
彰
説
明
会
（
Ｗ
Ｅ

Ｂ
）が
午
後
四
時
よ
り
行
わ
れ
、

阿
蘇
主
任
が
出
席
し
た
。

13
日　

全
管
連
青
年
部
協
議

会
の
第
四
回
総
務
部
会
（
Ｗ
Ｅ

Ｂ
）が
午
後
六
時
よ
り
行
わ
れ
、

佐
藤
次
長
、
依
田
主
任
が
出
席

し
た
。

17
日　

藤
川
会
長
、
臼
倉
筆

頭
副
会
長
、
松
本
常
務
が
午
前

十
時
十
五
分
、
東
京
都
千
代
田

区
の
衆
議
院
第
一
議
員
会
館
を

訪
問
し
、
自
由
民
主
党
水
道
事

業
促
進
議
員
連
盟
の
田
村
憲
久

会
長
と
面
会
し
、
意
見
交
換
を

行
っ
た
。

同
日　

橋
本
総
業
（
株
）
の

橋
本
政
昭
社
長
と
の
面
談
が
午

後
一
時
よ
り
、
東
京
都
港
区
の

品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル
に
て
行

わ
れ
、
藤
川
会

長
、
宮
崎
広
報

担
当
副
会
長
、

岩
野
理
事
・
総

務
部
長
、
粕
谷

専
務
が
出
席
し

た
。同

日　

第

三
百
四
十
九
回
理
事
会
が
東
京

都
港
区
の
品
川
プ
リ
ン
ス
ホ
テ

ル
及
び
Ｗ
Ｅ
Ｂ
併
用
に
て
行
わ

れ
た
。
出
席
者
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。（
敬
称
略
・
順
不
同
）

会
長
・
藤
川
、副
会
長
・
臼
倉
、

佐
藤
、
佐
々
木
、
大
熊
、
宮
崎
、

原
、加
藤
、穂
刈
、馬
場
、前
田
、

角
田
、
髙
橋
、
櫻
井
、
藤
、
岩

永
、
理
事
・
部
長
・
岩
野
、
石

田
（
賢
）、和
田
、藤
原
、鹿
野
、

松
本
、
理
事
・
坂
本
、
星
、
井

上
、太
田
、白
田
、松
原
、池
田
、

中
村
（
勝
）、後
閑
、中
村
（
猛
）、

岡
本
、
五
十
嵐
、
上
杉
、
星
野
、

石
田
（
隆
）、
中
嶋
、
丸
山
、

小
柳
、
金
内
、
山
崎
、
柴
田
、

茗
荷
谷
、
冨
田
、
小
池
、
永
野
、

大
野
、
坂
、
鎌
田
、
服
部
、
岡

田
（
明
）、
谷
口
、
津
村
、
木

村
、水
野
、原
田
（
猛
）、高
原
、

宇
田
川
、
北
野
、
中
川
、
宮
本
、

篠
野
、
上
村
、
林
、
工
藤
、
仲

田
（
一
）、
専
務
理
事
・
粕
谷
、

常
務
理
事
・
松
本
、
監
事
・
木

村
、
渡
邊
。

同
日　
（
公
財
）
給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
に
よ
る
業
務
実

施
状
況
等
説
明
が
午
後
四
時

三
十
分
よ
り
、
東
京
都
千
代
田

区
の
ル
ポ
ー
ル
麹
町
に
て
行
わ

れ
、
藤
川
会
長
、
原
副
会
長
、

粕
谷
専
務
が
出
席
し
た
。

20
日　

登
録
配
管
基
幹
技
能

者
講
習
令
和
三
年
度
第
七
回
運

営
委
員
会
並
び
に
後
期
登
録
講

習
講
師
打
合
会
が
午
後
三
時
よ

り
、
東
京
都
中
央
区
の
空
衛
会

館
に
て
行
わ
れ
、
安
田
技
術
参

与
、
阿
部
技
術
参
与
、
仲
村
主

任
が
出
席
し
た
。

24
日　

第
五
十
九
回
技
能
五

輪
全
国
大
会
競

技
委
員
会
第
八

回
「
配
管
分
科

会
」
が
午
後
二

時
よ
り
、
東
京

都
豊
島
区
の
全

管
連
会
館
に
て

行
わ
れ
、
金
子

達
之
輔
氏
、
渡
邉
弘
幸
氏
、
依

田
主
任
、
仲
村
主
任
が
出
席
し

た
。同

日　

東
京
都
中
小
企
業
団

体
中
央
会
に
よ
る
消
費
税
イ
ン

ボ
イ
ス
制
度
講
習
会
が
午
後
二

時
よ
り
、
東
京
都
千
代
田
区
の

自
動
車
会
館
に
て
行
わ
れ
、
鈴

木
経
理
課
長
が
出
席
し
た
。

同
日　
（
公
財
）　

給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
の
第
五
十
九
回

機
関
誌
編
集
委
員
会
が
午
後
三

時
よ
り
行
わ
れ
、
石
田
広
報
副

部
長
、
上
田
局
長
が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
出

席
し
た
。

26
日　
（
公
財
）
給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
の
第
三
回
給
水

管
分
岐
部
に
係
る
給
水
配
管
の

耐
震
性
評
価
と
指
標
作
成
検
討

委
員
会
が
午
前
十
時
よ
り
行
わ

れ
、
粕
谷
専
務
が
Ｗ
Ｅ
Ｂ
出
席

し
た
。

27
日　

令
和
三
年
度
配
管
職

種
建
築
配
管
作
業
技
能
検
定
試

験
（
東
京
開
催
）
が
二
十
七
日

（
三
級
）、
二
十
八
日
（
二
級
）

の
午
前
八
時
四
十
五
分
よ
り
、

東
京
都
府
中
市
の
府
中
技
能
検

定
試
験
場
に
て
行
わ
れ
、
仲
村

主
任
が
見
学
し
た
。

同
日　
（
公
財
）
給
水
工
事

技
術
振
興
財
団
の
第
二
回
給
水

用
ポ
リ
エ
チ
レ
ン
管
の
経
年
劣

化
に
関
す
る
調
査
検
討
委
員
会

（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）
が
午
後
二
時
よ
り

行
わ
れ
、
渡
邊
監
事
（
神
奈
川

県
管
工
事
業
協
同
組
合
副
理
事

長
）
が
出
席
し
た
。

全
管
連
の
う
ご
き

1月

浄
化
槽
の
一
層
の
整
備
促
進

に
向
け
た
標
語
の
募
集
に
つ

い
て

　

毎
年
十
月
一
日
は
「
浄
化

槽
の
日
」
で
す
。

　

こ
の
「
浄
化
槽
の
日
」
は
、

浄
化
槽
の
設
置
や
管
理
方
法

等
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
浄

化
槽
法
が
、
昭
和
六
十
年
十

月
一
日
に
全
面
施
行
さ
れ
た

こ
と
を
記
念
し
て
、
当
時
の

環
境
庁
、
厚
生
省
、
建
設
省

の
三
省
庁
の
呼
び
か
け
に
よ

り
始
め
ら
れ
た
も
の
で
す
。

　
「
浄
化
槽
の
日
」
実
行
委

員
会
（
全
管
連
含
む
十
五
団

体
で
構
成
）
で
は
、
毎
年
十

月
一
日
の
「
浄
化
槽
の
日
」

関
連
行
事
の
一
環
と
し
て
、

極
め
て
有
効
か
つ
効
率
的
な

生
活
排
水
処
理
施
設
で
あ
る

浄
化
槽
の
一
層
の
普
及
促
進

を
図
る
た
め
、
そ
の
必
要
性

を
国
民
の
皆
様
に
呼
び
か
け

る
標
語
の
募
集
を
毎
年
行
っ

て
い
ま
す
。
入
選
作
品
に
つ

い
て
は
、
今
後
浄
化
槽
の
普

及
に
向
け
た
全
国
的
な
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
等
で
広
く
活
用
す

る
予
定
で
す
。
第
三
十
六
回

「
浄
化
槽
の
日
」
の
標
語
募

集
に
奮
っ
て
ご
応
募
下
さ
い

ま
す
よ
う
ご
案
内
申
し
上
げ

ま
す
。

１
、
応
募
方
法　

　

標
語
一
人
一
回
一
作
品
、

ご
応
募
く
だ
さ
い
。
は
が
き

に
標
語
と
必
要
事
項
（
氏
名

と
フ
リ
ガ
ナ
、
住
所
、
電
話

番
号
）
を
記
載
し
て
郵
送
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
学
生

の
方
は
、
小
中
高
の
別
、
学

年
を
明
記
し
て
く
だ
さ
い
。

２
、
募
集
締
め
切
り
日　

　

五
月
十
三
日
（
金
）
必
着
。

３
、
入
賞
作
品
の
発
表

　

ご
本
人
に
直
接
通
知
す
る

ほ
か
、
実
行
委
員
会
事
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
発
表
し

ま
す
。最
優
秀
賞
入
賞
者
は
、

全
国
浄
化
槽
大
会
式
典
に
ご

招
待
す
る
予
定
で
す
。

４
、
入
賞
作
品　
　

　

最
優
秀
賞
一
点　

賞
状
、

副
賞
五
万
円
、
優
秀
賞
三
点

　

賞
状
、
副
賞
一
万
円
。
な

お
、
学
生
の
方
の
副
賞
は
、

図
書
カ
ー
ド
と
な
り
ま
す
。

入
賞
作
品
の
使
用
・
著
作
権

は
「
浄
化
槽
の
日
」
実
行
委

員
会
に
帰
属
し
、
作
品
は
返

還
し
ま
せ
ん
。

　

ま
た
、
入
賞
作
品
は
「
浄

化
槽
の
日
」
標
語
と
し
て
標

語
ポ
ス
タ
ー
を
は
じ
め
、「
浄

化
槽
の
日
」
実
行
委
員
会
及

び
関
係
団
体
等
の
広
報
誌
等

に
広
く
浄
化
槽
Ｐ
Ｒ
に
使
用

し
ま
す
。

◎
過
去
三
回
の
最
優
秀
作
品

・
第
三
十
五
回　
「
水
資
源

　

地
域
で
守
る　

浄
化
槽
」

・
第
三
十
四
回　
「
浄
化
槽

が
守
る　

持
続
可
能
な　

水

環
境
」

・
第
三
十
三
回　
「
水
の
国

支
え
る
か
な
め　
『
浄
化

槽
』」

５
、
問
合
せ
・
応
募
先

　
「
浄
化
槽
の
日
」
実
行
委

員
会
事
務
局　

〒
一
六
二
―

〇
八
四
四　

東
京
都
新
宿
区

市
谷
八
幡
町
一
三　

東
京
洋

服
会
館
七
階　
（
一
社
）
全

国
浄
化
槽
団
体
連
合
会
内　

電
話
〇
三
―
三
二
六
七
―
九

七
五
七
。

『
２
０
２
１
年
度　

東
京
み

ら
い
市
』
開
催
を
中
止

　
　
　
　
　

橋
本
総
業（
株
）

　

本
会
賛
助
会
員
の
橋
本
総

業
（
株
）
は
一
月
十
四
日
、

橋
本
政
昭
代
表
取
締
役
社
長

名
の
文
書
で
、
令
和
四
年
二

月
二
、
三
日
の
二
日
間
に
わ

た
り
東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で

の
開
催
を
計
画
し
て
い
た

「
２
０
２
１
年
度　

東
京
み

ら
い
市
」
を
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
の
感
染
急
拡
大
の
状

況
を
鑑
み
、
開
催
中
止
を
決

定
し
た
と
発
表
し
た
。

　
「
二
〇
二
一
年
度
み
ら
い

会
全
国
合
同
総
会
」
は
二
月

一
日
の
オ
ン
ラ
イ
ン
開
催
と

な
っ
た
。

　

東
京
み
ら
い
市
は
、
昨
年

九
月
十
七
、
十
八
日
で
の
開

催
を
計
画
し
て
い
た
が
、
コ

ロ
ナ
禍
の
た
め
二
月
に
延
期

し
て
お
り
、
前
回
の
「
み
ら

い
市
２
０
２
０
」
に
続
き
二

年
連
続
で
の
中
止
と
な
っ

た
。
同
社
で
は
、二
月
を「
Ｗ

Ｅ
Ｂ
み
ら
い
市
月
間
」
と
し

て
、
様
々
な
企
画
を
展
開
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
次
回
二
〇
二
二
年

度
の
東
京
み
ら
い
市
は
、
十

月
十
四
日
（
金
）、
十
五
日

（
土
）
の
開
催
を
予
定
し
て

い
る
。

第
54
回
管
工
機
材
・
設
備
総

合
展
の
ご
案
内

　

第
五
十
四
回
管
工
機
材
・

設
備
総
合
展
（
共
催
・
東
京

都
管
工
事
工
業
協
同
組
合
、

東
京
都
、
東
京
管
工
機
材
商

業
協
同
組
合
、
全
管
連
、（
一

社
）
全
国
管
工
機
材
商
業
連

合
会
）が
、十
月
十
九
日（
水
）

か
ら
二
十
一
日
（
金
）
ま
で

の
三
日
間
に
わ
た
り
東
京
都

立
産
業
貿
易
セ
ン
タ
ー
浜
松

町
館
（
東
京
都
港
区
海
岸
一

―
七
―
一
）
に
て
開
催
さ
れ

る
。

　

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
省
エ

ネ
で
地
球
守
る
、
環
境
に
優

し
い
設
備
展
」
で
、
各
種
の

優
秀
な
管
工
事
設
備
機
器
を

展
示
す
る
予
定
。

　

機
材
展
の
お
問
い
合
わ
せ

は
、
東
京
都
管
工
事
工
業
協

同
組
合
（
電
話
〇
三
―
三
五

八
三
―
七
一
一
一
）
ま
で
。

「
法
定
福
利
費
を
内
訳
明
示

し
た
見
積
書
の
活
用
状
況
等

に
関
す
る
調
査
」（
Ｗ
Ｅ
Ｂ
）

を
実
施
中

・
回
答
期
限
２
月
18
日

　

国
土
交
通
省
で
は
、
建
設

業
に
お
け
る
処
遇
改
善
策
に

関
連
す
る
取
組
の
進
捗
状
況

の
把
握
を
目
的
と
し
、
平
成

二
十
六
年
度
よ
り
標
記
調
査

を
実
施
し
て
い
る
。
調
査
の

概
要
は
以
下
の
と
お
り
。

　

回
答
に
つ
き
ま
し
て
ご
協

力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

１
、
回
答
方
法　

本
調
査
ト

ッ
プ
ペ
ー
ジ
（https://

w
w
w
.a
r
i.c
o
.jp
/

fukuri/

）
を
ご
確
認
の
う

え
、
画
面
の
手
順
に
従
っ
て

入
力
・
送
信
。

２
、
回
答
期
限　

令
和
四
年

二
月
十
八
日
（
金
）
十
七
時
。

３
、
そ
の
他　

・
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
回
答

方
法
は
、
集
計
作
業
の
関
係

等
に
よ
り
、
原
則
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
り
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

・
本
調
査
は
、
各
建
設
企
業

の
取
組
方
針
・
取
組
状
況
を

把
握
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
お
り
ま
す
の
で
、
各
建
設

企
業
の
取
組
等
を
統
括
さ
れ

て
い
る
部
署
の
ご
担
当
者
等

に
お
い
て
ご
回
答
く
だ
さ

い
。

４
、
問
合
せ
先　

ア
ン
ケ
ー

ト
事
務
局　

電
話
〇
三
―
三

八
三
〇
―
〇
〇
八
六
（
平
日

十
時
〜
十
七
時
）。

全
管
連
会
長
表
彰　

候
補
者
の
推
薦
を
受
付
中

―
３
月
31
日
締
切
―

　　

全
管
連
に
お
い
て
は
、
表

彰
規
程
に
基
づ
き
、
七
月
四

日
に
長
野
県
北
佐
久
郡
軽
井

沢
町
「
軽
井
沢
プ
リ
ン
ス
ホ

テ
ル　

ウ
エ
ス
ト
」
で
開
催

さ
れ
る
令
和
四
年
度
全
国
大

会
に
お
い
て
、
全
管
連
会
長

表
彰
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

三
月
三
十
一
日
（
木
）
ま

で
に
会
員
組
合
を
通
じ
て
候

補
者
の
推
薦
を
受
け
付
け
て

お
り
ま
す
。
申
請
資
格
は
次

の
と
お
り
で
す
。

１
．
資
格　

①
組
合
役
員　

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

・
同
一
組
合
の
役
員
を
通
算

五・
・年
以
上
勤
め
て
功
績
の
あ

っ
た
者
。

・
本
会
役
員
を
通
算
五・
・年
以

上
勤
め
て
功
績
の
あ
っ
た

者
。

・
会
員
の
推
薦
に
よ
り
、
本

会
理
事
会
が
妥
当
と
認
め
る

者
。

②
組
合
員
た
る
法
人
の
役
員

及
び
従
業
員　

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

・
同
一
事
業
所
に
十・
・年
以
上

勤
続
し
成
績
優
秀
に
し
て
他

の
範
と
な
る
べ
き
者
。

・
会
員
の
推
薦
に
よ
り
、
本

会
理
事
会
が
妥
当
と
認
め
る

者
。

③
組
合
職
員　

次
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
方

・
同
一
会
員
に
十
年
以
上
勤

続
し
、
成
績
優
秀
に
し
て
他

の
範
と
な
る
べ
き
者
。

・
会
員
の
推
薦
に
よ
り
本
会

理
事
会
が
妥
当
と
認
め
る

者
。

④
表
彰
方
法

　

表
彰
は
、
七
月
四
日
に
長

野
県
北
佐
久
郡
軽
井
沢
町

「
軽
井
沢
プ
リ
ン
ス
ホ
テ
ル

　

ウ
エ
ス
ト
」
で
開
催
さ
れ

る
令
和
四
年
度
全
国
大
会
に

お
い
て
行
い
ま
す
。

　

当
日
は
、
代
表
の
方
に
受

賞
し
て
い
た
だ
き
、
後
日
、

会
員
宛
に
表
彰
状
を
お
送
り

す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
の

で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
下

さ
い
。

　

た
だ
し
、
全
国
大
会
開
催

日
以
前
に
貴
会
通
常
総
会
等

で
受
賞
式
を
執
り
行
う
に
あ

た
り
、
事
前
の
お
受
け
取
り

を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、
表

彰
該
当
候
補
者
推
薦
書
に
希

望
日
を
ご
記
入
下
さ
い
。

※
表
彰
状
に
記
載
さ
れ
る
年

月
日
は
、
大
会
当
日
の
「
令

和
四
年
七
月
四
日
」
と
な
り

ま
す
。

２
．
推
薦
人
数　

推
薦
人
数

枠
は
設
け
て
お
り
ま
せ
ん
。

訃
報　

本
会
技
術
参
与

小
泉
智
和
氏　

ご
逝
去

　

本
会
技
術
参
与
、
元
東
京

都
水
道
局
理
事（
総
務
部
長
）

の
小
泉
智
和
氏
が
、
さ
る
令

和
三
年
十
二
月
二
十
三
日
に

逝
去
さ
れ
た
。
享
年
七
十
七

歳
。

　

故
小
泉
智
和
氏
は
平
成
十

八
年
十
月
よ
り
本
会
技
術
参

与
に
就
任
。
広
報
委
員
を
兼

任
し
、
そ
の
卓
越
し
た
見
識

と
豊
富
な
経
験
に
よ
り
、
水

道
週
間
等
Ｐ
Ｒ
チ
ラ
シ
や
組

合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
コ
ン
テ
ス

ト
等
を
は
じ
め
と
す
る
各
事

業
を
牽
引
し
、
業
界
知
名
度

向
上
に
大
き
く
寄
与
さ
れ

た
。

　

ま
た
、
機
関
誌
「
全
管
連

ジ
ャ
ー
ナ
ル
」
に
お
い
て
、

水
に
ま
つ
わ
る
エ
ッ
セ
イ

「
水
の
雑
記
帳
」、
本
会
賛
助

会
員
の
訪
問
取
材
記
「
管
工

機
材
メ
ー
カ
ー
訪
問
記
」、

全
国
の
管
工
事
業
協
同
組
合

と
水
道
局
と
が
連
携
し
て
取

り
組
ん
で
い
る
修
繕
体
制
や

広
報
事
例
を
幅
広
く
紹
介
し

た
「
管
工
事
業
協
同
組
合
と

水
道
局
と
の
連
携
」
な
ど
、

数
多
く
の
連
載
で
読
者
を
魅

了
し
た
。
最
近
で
は
、
先
人

た
ち
の
想
い
や
教
訓
を
紹
介

す
る
連
載「
こ
の
人
に
学
ぶ
」

が
昨
年
九
月
号
で
最
終
回
を

迎
え
た
ば
か
り
だ
っ
た
。

　

故
人
の
告
別
式
は
十
二
月

二
十
九
日
午
前
十
一
時
三
十

分
よ
り
、
東
京
都
立
川
市
の

立
川
会
館
白
峯
殿
に
て
し
め

や
か
に
執
り
行
わ
れ
た
。
喪

主
は
奥
様
の
美
佐
子
様
。

　

衷
心
よ
り
、
故
人
の
ご
冥

福
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま

す
。

お問い合わせ

ガス管調査
窓口検索

日本ガス協会 検 索

日本ガス協会 検 索

https://www.gas.or.jp/gas-pipe/

ガス管の位置が不明な場合は、日本ガス協会にアクセスし、
以下の手順で各地域の都市ガス事業者の「ガス管調査窓口」が
確認できます。

スマートフォンやパソコンから
「日本ガス協会」にアクセスします

パソコンスマートフォン

上記の方法で、「日本ガス協会」の
ホームページにアクセス！

「ガス管調査窓口」を
クリック。

step

検索したい都道府県
または市名、郡名を入力し、
「検索する」をクリック。

step

検索結果一覧から
都市ガス事業者の連絡先
の確認をおこないます。

step

簡単簡単 ステップステップ

scan

※パソコン版とスマートフォン版では表示される画面が異なります。

をお使いの方 をお使いの方

を起動

iPhone Android

ス
マ

ートフォン版

ス
マ

ートフォン版

ス
マ

ートフォン版

のマークをタップ 「ホーム画面に追加」

Safari・Chromeブラウザ>「日本ガス協会」へアクセス>「ガス管調査窓口検索」>ホーム画面に追加

「ホーム画面に追加」のマークをタップ

を起動

Safari Chrome

スマートフォンのホーム画面に追加*できます ＊「ホーム画面に追加」をすることで左のアイコンがホーム画面に作成されます。
Webページや、ページ内の特定部分に素早くアクセスできます。

番号をタップで
電話がかけられます

「
ガ
ス
管
調
査
窓
口
検
索
サ

イ
ト
」
の
開
設
に
つ
い
て

 

（
一
社
）
日
本
ガ
ス
協
会

　
（
一
社
）
日
本
ガ
ス
協
会

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（https:

//w
w
w
.gas.or.jp/gas-

pipe/

）
で
各
地
域
の
都
市

ガ
ス
事
業
者
の
ガ
ス
管
調
査

窓
口
が
確
認
で
き
る
「
ガ
ス

管
調
査
窓
口
検
索
サ
イ
ト
」

を
開
設
し
た
。

　

同
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

ア
ク
セ
ス
し
、
検
索
し
た
い

都
道
府
県
や
市
名
等
を
選

択
、
検
索
結
果
一
覧
か
ら
ガ

ス
会
社
の
連
絡
先
が
確
認
で

き
る
。

　

同
協
会
で
は
、
敷
地
内
に

お
け
る
建
物
解
体
・
改
装
・

掘
削
工
事
に
お
い
て
ガ
ス
管

損
傷
事
故
が
増
え
て
い
る
状

況
を
踏
ま
え
、
工
事
の
際
は

ガ
ス
管
の
位
置
を
必
ず
確
認

し
て
ほ
し
い
と
し
て
い
る
。
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（
公
社
）
日
本
水
道
協
会

は
、
配
水
管
工
事
事
業
者
及

び
水
道
事
業
体
の
水
道
技
術

者
を
対
象
に
、
耐
震
継
手
管

の
配
管
・
接
合
に
関
す
る
知

識
や
技
能
の
修
得
を
目
的
と

し
て
「
配
水
管
工
技
能
講
習

会
」
を
次
の
通
り
実
施
し
ま

す
。
ま
た
、
配
水
管
工
技
能

講
習
会
の
ご
案
内
を
二
月
七

日
（
月
）、
同
協
会
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ（http://w

w
w
.

jw
w
a.or.jp/haikan/

）

令和４年度

で
公
開
さ
れ
ま
す
。
申
込
み

は
、
ウ
ェ
ブ
申
込
み
（
郵
送

に
よ
る
申
込
み
は
別
途
千
百

円
の
手
数
料
が
必
要
）
と
な

り
ま
す
。

　

ま
た
、
受
講
申
込
み
の
受

付
開
始
日
は
受
講
会
場
・
受

講
回
に
よ
っ
て
二
回
に
分
け

ら
れ
て
い
ま
す
。

　

講
習
会
開
催
日
が
概
ね
四

月
～
八
月
末
ま
で
の
も
の
は

二
月
七
日
（
月
）
か
ら
、
九

月
～
令
和
五
年
三
月
末
ま
で

の
も
の
は
七
月
一
日
（
金
）

か
ら
申
込
み
が
開
始
さ
れ
ま

す
。

　

ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
等
感
染
症
拡
大
防
止
の

観
点
よ
り
、
講
習
会
の
受
講

に
当
た
っ
て
は
、
受
講
条
件

及
び
注
意
事
項
を
付
け
加
え

て
い
ま
す
。

　

な
お
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
等
の
感
染
状
況

に
よ
り
開
催
計
画
を
変
更
す

る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
受
付

開
始
日
等
の
確
認
と
併
せ
て

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

１
、
講
習
会
区
分

（
１
）
配
水
管
工
技
能
講
習

会
（
小
口
径
管
）（
以
下
「
小

口
径
管
」
と
い
う
。）

　

口
径
一
〇
〇
㎜
又
は
一
五

〇
㎜
の
耐
震
継
手
管（
Ｇ
Ｘ
、

Ｎ
Ｓ
形
管
）
等
を
使
用
し
て

三
日
間
の
講
習
。
全
国
の
十

四
会
場
で
実
施
し
ま
す
。

（
２
）
配
水
管
工
技
能
講
習

会
（
大
口
径
管
）（
以
下
「
大

口
径
管
」
と
い
う
。）

　

口
径
五
〇
〇
㎜
以
上
の
耐

震
継
手
管
（
Ｎ
Ｓ
、Ｓ
形
管
）

等
を
使
用
し
て
二
日
間
の
講

習
。
こ
の
講
習
会
は
、
東
京

会
場
及
び
名
古
屋
会
場
の
二

会
場
で
実
施
し
ま
す
。
会
場

に
よ
っ
て
、
使
用
管
種
・
口

径
が
異
な
り
ま
す
。

２
、
受
講
資
格

（
１
）
小
口
径
管
（
三
日
間
）

　

配
水
管
布
設
工
事
に
お
い

て
水
道
用
ダ
ク
タ
イ
ル
鋳
鉄

管
の
配
管
・
接
合
の
実
務
経

験
が
二
年
以
上
あ
り
、
配
管

接
合
に
関
す
る
基
本
動
作
を

問
題
な
く
行
え
る
者
。

（
２
）
大
口
径
管
（
二
日
間
）

　

耐
震
継
手
配
水
管
技
能
者

と
し
て
日
本
水
道
協
会
に
登

録
済
み
の
者
。

（
３
）
注
意
事
項

　

本
講
習
会
は
、
配
管
実
技

を
主
体
に
実
施
し
て
お
り
ま

す
の
で
、
小
口
径
管
と
大
口

径
管
の
受
講
に
支
障
の
な
い

方
を
対
象
と
し
ま
す
。

①
小
口
径
管

　

２
、
の
（
１
）
の
方
を
対

象
と
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ

ら
を
満
足
せ
ず
講
習
会
の
進

行
に
支
障
を
き
た
す
と
判
断

し
た
場
合
は
辞
退
（
退
場
）

し
て
も
ら
う
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
場
合
、
講
習
会
は

未
修
了
扱
い
と
し
、
受
講
料

の
返
金
は
で
き
ま
せ
ん
。

②
大
口
径
管

　

受
講
資
格
は
、
耐
震
継
手

配
水
管
技
能
者
と
し
て
日
本

水
道
協
会
に
登
録
さ
れ
て
お

り
、
有
効
期
限
が
切
れ
て
い

な
い
方
と
な
り
ま
す
。

　

耐
震
継
手
配
水
管
技
能
者

日
本
水
道
協
会

配
水
管
工
技
能
講
習
会
の
ご
案
内

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
な
い

方
に
つ
い
て
は
、
小
口
径
管

と
大
口
径
管
の
両
方
を
併
せ

て
申
請
（
以
下
「
併
願
」
と

い
う
。）
し
て
く
だ
さ
い
。

そ
れ
に
よ
り
、
小
口
径
管
修

了
後
に
大
口
径
管
を
受
講
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

３
、
講
習
会
場

　

日
本
水
道
協
会
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ

い
。

４
、
講
習
会
の
実
施
日
及
び

申
込
締
切
日

　

各
講
習
会
の
実
施
日
及
び

締
切
日
は
「
講
習
会
日
程
表

（
別
掲
）」
の
と
お
り
で
す
。

５
、
受
講
申
込
方
法

　

受
講
の
申
込
み
は
ウ
ェ
ブ

申
込
み
に
よ
り
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

　

郵
送
で
の
申
込
み
を
希
望

さ
れ
る
方
は
各
講
習
会
会
場

に
お
け
る
問
い
合
わ
せ
先
ま

で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。な
お
、

代
行
申
請
手
数
料
と
し
て
千

百
円（
う
ち
消
費
税
額
百
円
）

が
別
途
必
要
に
な
り
ま
す
。

６
、
受
講
料

　

講
習
会
区
分
別
の
受
講
者

一
名
の
受
講
料
は
次
の
と
お

り
で
す
。
受
講
料
に
は
、
講

習
会
テ
キ
ス
ト（
非
売
）、管
・

弁
類
寸
法
質
量
表
、消
耗
品
、

配
管
材
料
、
傷
害
補
償
保
険

料
、
消
費
税
等
の
費
用
を
含

み
ま
す
。

（
１
）
小
口
径
管

　

六
万
七
千
円
（
税
込
）。

（
２
）
大
口
径
管

　

四
万
円
（
税
込
）。

７
、
問
合
せ
先

　
（
公
社
）
日
本
水
道
協
会

　

配
水
管
工
技
能
講
習
会
事

務
担
当　

電
話
〇
三
︱
三
二

六
四
︱
二
四
九
六
、haikan

@
jw
w
a.or.jp

。

︱ 
２
月
７
日
（
月
）
に
日
本
水
道
協
会
の

　

 

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
て
申
込
案
内
を
掲
載
・

　

 

受
付
開
始  
︱

︱ 

講
習
会
場
及
び
受
講
回
に
よ
っ
て

　

 

申
込
開
始
日
が
２
月
７
日
（
月
）
と

　

 

７
月
１
日
（
金
）
に
分
か
れ
ま
す 

︱




